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告   示 

◎新潟県告示第1066号 

次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条に規定する救急病院である。 

令和３年９月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 名  称 新津医療センター病院 

２ 所 在 地 新潟市秋葉区古田610番地 

３ 有効期間 令和３年６月３日から 

       令和６年６月２日まで 

 

◎新潟県告示第1067号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に

よる指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定した。 

令和３年９月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

障害福祉 

サービスの種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

指定 

年月日 
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就労継続支援Ｂ

型 
千代田Works 

西蒲原郡弥彦村弥彦 

3515－１ 

特定非営利活動法人

千代田心技体養成所 

令和３年

９月１日 

 

◎新潟県告示第1068号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定に

より指定障害福祉サービス事業者から次のとおり事業の廃止の届出があった。 

令和３年９月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

指定障害福祉 

サービスの種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

廃止 

年月日 

重度訪問介護 ホームケアプラス訪問

介護事業所 

上越市大字中田原80番地28 株式会社ホームケアPlus 令和３年

６月１日 

共同生活援助 グループホームいずみ

荘 

三条市泉新田25－１ 社会福祉法人ひめさゆり

福祉会 

令和３年

８月31日 

短期入所 まおろしの郷 五泉市馬下1429 社会福祉法人中東福祉

会 

令和３年

９月30日 

 

◎新潟県告示第1069号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定による指定障害児通所支援事業者を次のとお

り指定した。 

令和３年９月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

障害児通所支援 

の種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

指定 

年月日 

共生型放課後等

デイサービス 

デイサービスセンタ

ー春日和見附 

見附市本町４丁目２番

33号 

株式会社ワールドステイ 令和３年

９月１日 

児童発達支援 こどもサポート教室

「きらり」上越校 

 

上越市本町３－２－28

平安Ｇビル５-Ａ室 

株式会社クラ・ゼミ 令和３年

９月１日 
放課後等デイサー

ビス 

 

◎新潟県告示第1070号 

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第１項の規定により、農用地利用配分計

画を次のとおり認可した。 

令和３年９月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 農用地利用配分計画の概要 

市町村 賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地 

村上市 ４者 坂町野口3800番ほか79筆 15.5ha 

新発田市 １者 五十公野関野1028番２ほか２筆 0.1ha 

新潟市 ２者 西区黒鳥本田3873番ほか９筆 0.6ha 

三条市 １者 大沢下ノ沢1719番ほか７筆 1.0ha 

燕市 １者 灰方南862番ほか１筆 0.2ha 

糸魚川市 ２者 下出小平1313番ほか４筆 1.2ha 

合 計 11者 108筆 18.5 ha 

２ 認可年月日 

 令和３年９月28日 

 

◎新潟県告示第1071号 

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定をする予定である。 
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令和３年９月28日 

新潟県知事    花 角  英 世 

１ 保安林予定森林の所在場所 

新潟県上越市三和区横山新田字大平６、８の２から８の10まで、９、10、11の１から11の５まで、14の５、

14の６、15の４から15の６まで、17の１、18、19、三和区水吉字南中尾160の子 

２ 指定の目的 

    土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

 (｢次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び上越市役所に備え置いて縦覧に供

する｡) 

 

◎新潟県告示第1072号 

国土調査法（昭和26年法律第180号）第６条の３第２項の規定により、令和３年度地籍調査事業計画（令和３年

５月18日新潟県告示第666号）を次のとおり変更する。 

令和３年９月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

調査を行う

者の名称 

調査区域 調査期間 

   

柏崎市 

 

 

 

小千谷市 

 

 

十日町市 

 

 

見附市 

 

 

村上市 

 

 

 

 

燕市 

 

 

妙高市 

 

 

阿賀野市 

 

柏崎市の第１計画区 

 

 

 

小千谷市の第31－２計画区 

 

 

十日町市の市街第18計画区及び市街第19計画区 

 

 

見附市の第８－２－２計画区及び第９計画区 

 

 

村上市の塩谷（神林第34－１計画区)･塩谷（神林第34－２計画区)

･塩谷（神林第34－３計画区）及び朝日第36計画区（檜原・板屋

越・早稲田） 

 

 

燕市の第44計画区 

 

 

妙高市の第１－２計画区 

 

 

阿賀野市の第39計画区・第40計画区・第41計画区及び第42計画区 

 

令和３年４月１日から令和 

４年３月31日まで 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

     〃 

 

 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 
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佐渡市 

 

 

 

魚沼市 

 

 

 

 

 

南魚沼市 

 

 

弥彦村 

 

 

田上町 

 

 

阿賀町 

 

 

湯沢町 

 

 

 

刈羽村 

 

 

 

関川村 

 

 

湯之谷地域

森林組合 

 

佐渡市の第52計画区・第53計画区・第54計画区・第55計画区・第

56計画区・第57計画区・第58計画区及び第59計画区 

 

 

魚沼市の原虫野再調査計画区その１・原虫野再調査計画区その２

・虫野再調査計画区その１・虫野再調査計画区その２・第37－３

計画区・第39－１計画区・第49計画区・第40計画区・第46計画区

・第17－２計画区・第11計画区及び第43計画区 

 

 

南魚沼市の第12－１計画区・第12－２計画区及び第11計画区 

 

 

弥彦村の第41計画区・第42計画区及び第43計画区 

 

 

田上町の第８計画区及び第９計画区 

 

 

阿賀町の第10－１計画区及び第10－２計画区 

 

 

湯沢町の第107－４計画区・第2020－１計画区及び第2020－２計

画区 

 

 

刈羽村の第15計画区・第16－１計画区・第16－２計画区・第16

－３計画区・第16－４計画区及び第16－５計画区 

 

 

関川村の第22計画区及び第30－１計画区 

 

 

魚沼市の湯森林第１－１計画区・湯森林第２－１計画区・湯森林

第２－２計画区・湯森林第３－１計画区及び湯森林第３－２－１

計画区 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

     〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

     〃 

 

 

〃 

 

 

 

 
   

 

◎新潟県告示第1073号 

土地収用法（昭和26年法律第219号。以下「法」という｡)第20条の規定により、次のとおり事業の認定をした。 

令和３年９月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 起業者の名称 

  社会福祉法人光寿福祉会 

２ 事業の種類 

  与板こども園建替え事業 

３ 起業地 

(1) 収用の部分 
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  長岡市与板町与板字柳之町地内 

(2) 使用の部分 

   なし 

４ 事業の認定をした理由 

(1) 法第20条第１号の要件への適合性 

与板こども園建替え事業（以下「本件事業」という｡)は、法第３条第21号に掲げる学校教育法（昭和22年

法律第26号）第１条に規定する学校及び同条第23号に掲げる社会福祉法（昭和26年法律第45号）に規定する

第二種社会福祉事業の用に供する施設に関する事業に該当するため、法第20条第１号の要件を充足すると判

断される。 

(2) 法第20条第２号の要件への適合性 

本件事業は、起業者である社会福祉法人光寿福祉会の理事会において施行を決定しており、また、本件事

業に必要な経費については、借入金及び補助金により予算措置を講じていることから、法第20条第２号の要

件を充足すると判断される。 

  (3) 法第20条第３号の要件への適合性 

    ア 得られる公共の利益 

社会福祉法人光寿福祉会が運営する与板こども園は、幼稚園と保育所の機能を併せ持つ幼保連携型認定

こども園として、就学前の乳幼児を対象に、保護者等の多様なニーズに対応した教育・保育を提供してい

る。 

近年、共働き家庭の増加や核家族化の進行などにより保育へのニーズが高まる中、与板こども園は、長

岡市与板地域において、保育機能を有する唯一の幼児教育施設となっているが、現在の園舎は、昭和63年

の改築から33年が経過しており、施設の劣化や老朽化が進行している。 

このため、今後発生する可能性がある大規模地震に備え、園児の安全・安心を確保するためには、早急

に建替えを行う必要がある。 

また、園舎の脇を流れる黒川流末川は、豪雨時に度々溢水し、その影響で道路が冠水し通行不能となる

ため、登降園の支障となるほか、園児にとって危険な状況となっていることから、施設の移転が急務とな

っている。 

加えて、現在の園舎は３棟に分かれているため利便性が悪く、また、園舎敷地が狭小なことから、園児

が野外活動を行うために必要な広さの園庭が確保できていない。 

さらに、十分な駐車場敷地も確保されておらず、園児の送迎時に渋滞が発生しており、事故等の危険性

もあるため、保護者から安全な駐車場の確保を求められている。 

本件事業は、園舎の耐震性を高めるとともに、水害のおそれを回避するため、園舎の移転・建替えを行

うものであり、本件事業の実施により園児の安全・安心の確保が図られる。 

また、園舎を１棟とすることで利便性が向上するほか、移転に伴い、園庭や駐車場に必要な敷地を確保

できることから、園児の教育・保育環境の充実が図られるとともに、送迎時の混雑が解消され、園児の安

全を確保することができる。 

したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は大きいものと認められる。 

  イ 失われる利益 

    本件事業による周辺環境への影響について、本件事業は環境影響評価法（平成９年法律第81号）に定め

る対象事業の要件に該当しないため、環境影響評価を実施しないが、起業者は、工事の実施及び施設の供

用に当たり、大気汚染、騒音、水質汚濁、振動等の影響を最小限に抑える措置を講ずるとしていることか

ら、周辺の生活環境に与える影響は少ないものと見込まれる。 

    本件起業地において、天然記念物、希少野生動植物種、新潟県のレッドリスト・レッドデータブックに

よる絶滅危惧種のいずれも確認されていない。また、文化財保護法（昭和25年法律第214号）に規定する史

跡、周知の埋蔵文化財包蔵地等は存在しない。 

    したがって、本件事業の施行により失われる利益は少ないものと認められる。 

    ウ 事業計画の合理性 

    本件起業地については、事業に必要な面積が確保できることを条件に、与板地域の３箇所を候補地とし

て選定の上、土地利用に与える影響や交通利便性、経済性等を考慮して比較検討した結果、最適地とした

ものであり、最も合理的であると認められる。 

以上のことから、本件事業の実施により得られる公共の利益と失われる利益を比較衡量すると、得られ 

る公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。 
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したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与すると認められるもので、法第20条第３ 

号の要件を充足すると判断される。 

  (4) 法第20条第４号の要件への適合性 

  ア 事業を早期に施行する必要性 

    本件事業は、園児の安全・安心を確保するため、水害の恐れがある地域に立地し、老朽化した園舎の移

転・建替えを行う事業であり、早期に施行する必要性は高いものと認められる。 

  イ 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性 

    本件起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な最小限の範囲であると認められる。 

    また、収用の範囲は、全て本件事業のために恒久的に供される範囲にとどめられていることから、収用 

の範囲についても合理的であると認められる。 

      したがって、本件事業は、土地を収用する公益上の理由があると認められるため、法第20条第４号の要 

件を充足すると判断される。 

(5) 結論 

   以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。 

   よって、法第20条の規定により、事業の認定をするものである。 

５ 法第26条の２第２項の規定による図面の縦覧場所 

  長岡市役所さいわいプラザ４階  保育課 

 

◎新潟県告示第1074号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県糸魚川地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

令和３年９月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 仙納徳合線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

糸魚川市大字仙納字木戸口3033番３から 

 

同市大字徳合字藤塚1679番１まで 

新 6.8～19.0メートル 212.1メートル 

旧 6.0～13.0メートル 215.4メートル 

 

◎新潟県告示第1075号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県糸魚川地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

令和３年９月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 路 線 名  県道   仙納徳合線 

２ 供用開始の区間 

  糸魚川市大字仙納字木戸口3033番３から同市大字徳合字藤塚1679番１まで 

３ 供用開始の期日  令和３年９月28日 

 

公   告 

新潟県人事行政の運営等の状況について（公告） 

新潟県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年新潟県条例第９号）第２条及び第３条の規定に



第75号 新  潟  県  報 令和３年９月28日(火) 

7 

基づき各任命権者及び人事委員会から報告を受けたので、第４条の規定により、令和２年度の人事行政の運営状

況の概要及び人事委員会の業務の状況を次のとおり公表する。 

令和３年９月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 
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人事行政の運営等の状況

新潟県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年新潟県条例第９号）第

４条の規定により、令和２年度の人事行政の運営状況の概要及び人事委員会の業務の状

況を公表します。

公表の経緯及び趣旨

平成16年８月１日に地方公務員法の一部が改正され、地方公共団体は、人事行政

の運営等の状況を住民に公表することが義務付けられました。

これは、公表によりその公正性・透明性を高めることを目的とするものです。

新潟県では、この法律改正に基づき、平成17年４月１日に「新潟県人事行政の運

営等の状況の公表に関する条例」を制定し、人事行政の運営等の状況に関し、各任

命権者 から知事に報告する項目や公表の時期、方法等を定めました。※

知事は、毎年９月30日までに各任命権者からの報告を取りまとめ、人事行政の運

営状況の概要と人事委員会から報告される業務の状況を併せて公表することとして

います。

※任命権者・・・知事、教育委員会、県警察本部長、公営企業管理者、行政委員会等で、職員の

任命、休職、免職、懲戒等を行う権限を有するものをいう。

Ⅰ 人事行政の運営状況の概要

１ 職員の任免及び職員数に関する状況

(1) 任免の状況

令和２年度（R2.4.1～R3.3.31）の状況は、全体で退職者1,679人、採用者

1,636人となっており、退職が43人上回っています。

① 退職者の状況

② 採用者の状況

事務 専門 用員 教育職員 警察官 合計

大学卒 64 83 0 0 0 147

短大卒 0 0 0 0 0 0

高校卒 41 9 0 0 0 50

0 0 0 0 143 143

0 0 0 427 0 427

10 8 0 127 38 183

101 279 58 219 29 686

216 379 58 773 210 1,636

区　分

合　計

競
争
試
験

選
　
考

一
般
職
員

警察官

教育職員

その他

割愛※

区　分 事務 専門 用員 教育職員 警察官 合計

定年退職 145 160 40 494 85 924

普通退職 44 216 11 111 36 418

勧奨退職 17 42 3 90 4 156

死亡退職 5 6 1 10 5 27

その他 46 55 2 2 49 154

合　計 257 479 57 707 179 1,679
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※割愛・・・人事交流等により、県の職員が国や他の地方公共団体等の職員とな

るために退職すること又は国や他の地方公共団体等の職員を引き続

き県の職員として採用することをいう。

(2) 職員数に関する状況

（各年度４月１日現在）

２年度 ３年度

議 会 35 35 0 0 0

総 務 企画 845 824 13 △ 34 △ 21

税 務 280 274 0 △ 6 △ 6

民 生 518 524 24 △ 18 6

衛 生 678 681 19 △ 16 3

労 働 92 88 0 △ 4 △ 4

農 林 水産 1,585 1,561 11 △ 35 △ 24

商 工 237 234 7 △ 10 △ 3

土 木 1,330 1,311 12 △ 31 △ 19

小 計 5,600 5,532 86 △ 154 △ 68

教 育 14,647 14,340 22 △ 329 △ 307

警 察 4,748 4,763 15 0 15

小 計 19,395 19,103 37 △ 329 △ 292

病 院 3,595 3,537 20 △ 78 △ 58

下 水 道 36 37 1 0 1

そ の 他 180 177 0 △ 3 △ 3

小 計 3,811 3,751 21 △ 81 △ 60

28,806 28,386 144 △ 564 △ 420

業務執行方法の見直し等

業務執行方法の見直し等

部　　門

特
別
行
政

合　　　計

主な増員理由 主な減員理由

下水道会計業務の増加等

一
般
行
政

※ 職員数は一般職に属する職員の数です｡県職員の身分を保有する休職者､派遣職員などを含み､臨時又は非常勤職員を除いています｡

業務執行方法の見直し等

広域避難者支援業務の体制強化等

業務執行方法の見直し等

診察体制の見直し等

業務執行方法の見直し等

農業革新支援業務の体制強化等

児童相談所の体制強化等 業務執行方法の見直し等

診療体制の充実等

新型コロナウイルス感染症対応業務の体制強化等

職　員　数
差　引減員数増員数

公
営
企
業

警察官の欠員補充に伴う増加等

業務執行方法の見直し等

緊急治水業務の増加等

児童・生徒数減に伴う教職員の減等教育情報化推進業務の体制強化等

新型コロナウイルス感染症対策業務の体制強化等

災害復旧業務の進捗等

企業会計システム開発終了による業務量減等
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２ 職員の人事評価の状況

○ 地方公務員法に基づき、任命権者ごとに、一般職の職員を対象に人事評価を実

施しています。

○ 評価の結果は給与、任用等人事管理の基礎として活用しています。

評価期間 評価の手順
人事評価の項目

評 価 の 基 準

○実績評価及び能力評 ○４月１日より翌年 ○人事評価の項目、

価の２面で評価 ３月31日※２ 評価の基準をあら

を実施※１ かじめ職員に明示

○年２回（前期：４

○実績評価：評価者 月１日～９月30日 ○被評価者は期首に、

は、被評価者が設定 後期：10月1日～翌 目標を設定

し た 目 標 等 に 基 づ 年３月31日）評価

き、被評価者が職務 を実施 ○被評価者は期末に知 事 部 局

を遂行するにあたり 自己評価を実施し病 院 局

挙げた実績を評価 評価者に報告企 業 局

議会事務局

○能力評価：評価者 ○評価者は被評価者各行政委員(会)

は、あらかじめ設定 の自己評価も踏ま教育委員会

された評価項目ごと え評価を実施警 察 本 部

に、被評価者が職務

を遂行するにあたり ○評価者は被評価者

発揮した能力を評価 に対して評価結果

を原則開示※３

○実績評価及び能力評

価ともに５段階の絶 ○評価結果に対する

対評価 苦情処理の仕組み

を設置

※１ 県立学校及び市町村立学校に勤務する教員並びに市町村立学校に勤務する学校

栄養職員及び事務職員は、実績評価、能力評価に加えて意欲評価を実施。

警察本部は、実績評価を業績評価という。

※２ 警察本部は10月１日より翌年９月30日

※３ 警察本部は原則非開示
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３ 職員の給与の状況

(1) 給与決定のしくみ

職員の給与は、県人事委員会の「職員の給与に関する勧告」に基づき、県議会

の審議を経て条例で定められるしくみになっています。

なお、現下の厳しい財政状況を考慮し、令和元年11月から臨時的な給与削減を

実施しています（詳しくは「(10)給与の削減措置」をご覧ください 。）

（令和２年度普通会計決算）(2) 人件費率

（令和２年度普通会計決算）(3) 人件費の内訳

歳出額
11,705億円

人件費
2,326億円

(19.9%)

※ 人件費には、一般職員及び特別職（知事・議員など）の
給料、報酬、諸手当や共済負担金などが含まれます。

知事部局等

(22.3%)

警 察

(17.3%)

教育委員会

(60.4%)

共済負担金 353億円

退職手当 215億円

その他（特別職報酬等） 85億円給料 1,058億円

職員手当 200億円

期末勤勉手当 415億円

うち給与費 1,673億円

●職員数 24,995人

●１人当たり 669万円

15.2% 3.7%9.2%45.5% 17.8%8.6%

※ 職員数はR2.4.1現在
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(4) 初任給

(5) 平均給料月額

（各年度４月１日現在）

歳 歳

歳 歳

歳 歳

歳 歳

歳 歳

※１　平均給料月額には、給料の調整額および教職調整額を含みます。
※２　平均給料月額は、給与削減後の額です（以下、同様）。

53.9技 能 労 務 職 338,172 円 54.3 332,974 円

42.9

高 等 学 校 教 育 職 401,417 円 48.8 401,433 円 49.3

小・中学校教育職 359,923 円 43.1 358,385 円

44.1

警 察 職 320,825 円 38.8 321,220 円 38.8

一 般 行 政 職 328,486 円 43.8 328,229 円

区　　分
令和２年度 令和３年度

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢

（各年度４月１日現在）

※　初任給は、学校卒業後すぐに採用された場合の月額です。

188,600円

高 等 学 校 教 育 職 大 学 卒 210,800円 210,800円

技 能 労 務 職 高 校 卒 152,700円 152,700円

大 学 卒 222,900円 222,900円

小・中学校教育職
大 学 卒 210,800円 210,800円

短 大 卒 188,600円

高 校 卒 183,700円 183,700円
警 察 職

区　　　　　　　分 令和２年度 令和３年度

一 般 行 政 職
大 学 卒 188,700円 188,700円

高 校 卒 154,900円 154,900円
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(6) 学歴や経験年数による平均給料月額

(7) 手当の種類とその内容（主なもの）

令和２年度 （令和2年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

令和３年度 （令和3年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

※１　経験年数とは、採用前に民間企業勤務経験などがある場合にはその期間を換算し、採用後の

　　年数に加算した年数をいいます。

※２　「－」の欄は、該当者３人未満もしくは該当する職員がいない区分です。

高 校 卒 250,866 292,577 343,930 370,972

区　　　　分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

一 般 行 政 職
大 学 卒 273,741 357,621 382,923

技 能 労 務 職 高 校 卒 223,200 － 344,784 360,099

414,702

高 等 学 校 教 育 職 大 学 卒 309,810 396,552 419,853 426,875

小・中学校教育職
大 学 卒 316,000 390,814 411,565 417,430

短 大 卒 － 373,227 399,688

高 校 卒 259,797 345,531 386,658 400,879
警 察 職

大 学 卒 289,237 385,724 400,623 394,651

技 能 労 務 職 高 校 卒 － － － 368,042

398,839

414,156

高 等 学 校 教 育 職 大 学 卒 311,373 399,830 421,433 426,281

小・中学校教育職
大 学 卒 315,189 390,683 410,525 417,482

短 大 卒 － 370,491 402,295

369,545

高 校 卒 259,431 339,395 388,192 402,926

406,669

一 般 行 政 職
大 学 卒 268,041 356,439 384,246 396,737

高 校 卒 227,690 281,551 353,014

警 察 職
大 学 卒 288,028 388,514 406,573

区　　　　分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

 

（令和2年4月1日現在）

配偶者、父母等 各   6,500円

子 各  10,000円

借家

　月額10,000円以上の家賃を支払っている職員に対し、

　家賃額に応じ最高 27,000円まで

電車・バス等利用者（定期券の場合は通用期間ごとに支給）

　負担している運賃額に応じ１か月当たり最高 55,000円まで

自動車等利用者

　使用距離に応じ最高 44,100円まで

毎
月
決
ま

っ
て
支
給

住
居
手
当

通
勤
手
当

扶
養
手
当

（令和2年4月1日現在）

配偶者、父母等 各   6,500円

子 各  10,000円

借家

　月額10,000円以上の家賃を支払っている職員に対し、

　家賃額に応じ最高 27,000円まで

電車・バス等利用者（定期券の場合は通用期間ごとに支給）

　負担している運賃額に応じ１か月当たり最高 55,000円まで

自動車等利用者

　使用距離に応じ最高 44,100円まで

毎
月
決
ま

っ
て
支
給

住
居
手
当

通
勤
手
当

扶
養
手
当
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千円 円

千円 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和２年度） ％

支給対象職員１人当たり平均支給年額（令和２年度） 円

手当の種類（手当数） 43

期末手当 勤勉手当

　６月期 1.3 月分 0.925 月分

(0.725) (0.45)

１２月期 1.25 月分 0.925 月分

(0.675) (0.45)

　　計 2.55 月分 1.85 月分

(1.4) (0.90)

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有

※１　期末・勤勉手当は民間企業のボーナスに当たる手当です。

※２　（    ）内は、再任用職員に係る支給割合です。再任用職員とは、定年退職等により

　　　退職した後、改めて採用された職員をいいます。

支給地域に限り、世帯の状況に応じ最高

月額17,800円(11月から3月まで支給)

支給率 自己都合 　　　　　定年・勧奨

　勤続20年 月分 月分

　勤続25年 月分 月分

　勤続35年 月分 月分

　最高限度 月分 月分

加算措置 定年前早期退職の場合は

1年につき2%加算(20%限度)

令和２年度退職者１人当たり平均支給額

 自己都合

 　一般職員 千円 千円 千円

 　警察官 千円 千円 千円

 　教育公務員 千円 千円 千円

そ
　
の
　
他

退
　
　
職
　
　
手
　
　
当

※　特殊勤務手当は著しく危険、不快又は不健康な勤務、その他著しく特殊な勤務に従事した

　ときに支給する手当です。

寒
冷
地

手
当

特
殊
勤
務
手
当

区　　　　　　　　分

支給額の多い手当

勤
務
実
績
に
応
じ
て
支
給

4,726,777 189,109

全　　職　　種

支給総額

21,685

3,778 21,643 20,569

4,630 22,480

令和２年度

期
末
・
勤
勉
手
当

教員特殊業務手当・犯罪捜査手当・教育業務連絡指導手当・
夜間特殊業務手当・交通捜査手当

勧　　奨

86,896

教員特殊業務手当・教育業務連絡指導手当・犯罪捜査手当・
交通捜査手当・警ら手当

28.0395

20,570

　定　　年

24.586875

47.709

33.27075

47.709

21,4172,386

時

間

外

勤

務

手

当

区　分

19.6695

47.709

令和元年度

39.7575

職員１人当たり平均支給年額

4,635,763 183,181

支給件数の多い手当

52.7

千円 円

千円 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和２年度） ％

支給対象職員１人当たり平均支給年額（令和２年度） 円

手当の種類（手当数） 43

期末手当 勤勉手当

　６月期 1.3 月分 0.925 月分

(0.725) (0.45)

１２月期 1.25 月分 0.925 月分

(0.675) (0.45)

　　計 2.55 月分 1.85 月分

(1.4) (0.90)

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有

※１　期末・勤勉手当は民間企業のボーナスに当たる手当です。

※２　（    ）内は、再任用職員に係る支給割合です。再任用職員とは、定年退職等により

　　　退職した後、改めて採用された職員をいいます。

支給地域に限り、世帯の状況に応じ最高

月額17,800円(11月から3月まで支給)

支給率 自己都合 　　　　　定年・勧奨

　勤続20年 月分 月分

　勤続25年 月分 月分

　勤続35年 月分 月分

　最高限度 月分 月分

加算措置 定年前早期退職の場合は

1年につき2%加算(20%限度)

令和２年度退職者１人当たり平均支給額

 自己都合

 　一般職員 千円 千円 千円

 　警察官 千円 千円 千円

 　教育公務員 千円 千円 千円

そ
　
の
　
他

退
　
　
職
　
　
手
　
　
当

※　特殊勤務手当は著しく危険、不快又は不健康な勤務、その他著しく特殊な勤務に従事した

　ときに支給する手当です。

寒
冷
地

手
当

特
殊
勤
務
手
当

区　　　　　　　　分

支給額の多い手当

勤
務
実
績
に
応
じ
て
支
給

4,726,777 189,109

全　　職　　種

支給総額

21,685

3,778 21,643 20,569

4,630 22,480

令和２年度

期
末
・
勤
勉
手
当

教員特殊業務手当・犯罪捜査手当・教育業務連絡指導手当・
夜間特殊業務手当・交通捜査手当

勧　　奨

86,896

教員特殊業務手当・教育業務連絡指導手当・犯罪捜査手当・
交通捜査手当・警ら手当

28.0395

20,570

　定　　年

24.586875

47.709

33.27075

47.709

21,4172,386

時

間

外

勤

務

手

当

区　分

19.6695

47.709

令和元年度

39.7575

職員１人当たり平均支給年額

4,635,763 183,181

支給件数の多い手当

52.7
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(8) 一般行政職の級別の構成比

(9) 主な特別職の報酬等の状況

令和
２
年度

令和
３
年度

※１　特別職の給料・報酬月額は、県内の各界代表者、学識経験者などで構成する特別職報酬等審議会

　　の答申を受けて条例で定められています。

※２　給料・報酬月額は、給与削減後の額です。

区   分 知 事 副知事 議 長 副議長 議 員

6月期 1.675月分     12月期 1.625月分          計 3.3月分

6月期 1.65月分     12月期 1.65月分          計 3.3月分

期末手当
支給割合

給料・報酬
月額

令和
２
年度

1,020,800円 849,150円 890,100円 778,500円 712,800円

令和
３
年度

1,020,800円 849,150円 890,100円 778,500円 712,800円

（各年度４月１日現在）

※　本表の職員数は、総務省の地方公務員給与実態調査の14表に該当する職員の数です。（再任用職員を除く。）

令和
２

年度

職 員 数
0 28 42 248

構 成 比
0.0 0.5 0.7 4.3

代表的な職名
部長
局長

部長
局長

副部長
部参事

部参事
課長

課長
課長補佐

区　　　分 10級 ９級 ８級 ７級 ６級

22.4

％ ％ ％ ％ ％

1,295

人 人 人 人 人

令和
３

年度

職 員 数
1 31 30 247

構 成 比
0.0 0.6 0.5 4.4 23.0

％ ％ ％ ％ ％

1,296

人 人 人 人 人

計

代表的な職名 課長補佐
課長補佐
係長・主任

主任
主事
技師

主事
技師

区　　　分 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

713 5,772

人 人 人 人 人 人
令和
２

年度

職 員 数
236 1,877 785 548

構 成 比
4.1 32.5 13.6 9.5 12.4 100.0

％ ％ ％

9.9

％ ％ ％

681 5,647

人 人 人 人 人 人

12.1 100.0

％ ％ ％ ％ ％ ％

令和
３

年度

職 員 数
171 1,854 775 561

構 成 比
3.0 32.8 13.7
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(10) 給与の削減措置

現下の厳しい財政状況を考慮し、削減措置を行っています。

給料
月額

地域
手当

20% － 20% － －

15% － 15% － －

10% － 10% － －

8.5%
給料
月額

の1.5%
－ 10% 10%

3.5%
給料
月額

の1.5%
－ 5% 5%

1.0%
(0.5%)

給料
月額

の1.5%
－ － 3%

－
給料
月額

の1.5%
－ － 3%

※　行政職以外については、行政職３級以上の職員に適用される期末・勤勉手当の役職加算適用の有無を基準とし、
　役職加算が適用されない職員を行政職１・２級相当としています。

議長、副議長、議員

部長級職員

上
記
以
外
※

一
般
職 　 行政職３級以上

（　）内はR5.4～R6.3(4年

目)の削減割合

行政職１・２級

知事

副知事、教育長、常勤監査委
員、地方公営企業管理者

特
別
職

　　　　課長級職員
（　）内は所属長を除く課長級職員
の措置期間

区分

R元.11.1～R6.3.31
(R2.4.1～R6.3.31)

R2.4.1～R6.3.31

R2.4.1～R6.3.31

削減率

期末・勤
勉
手当

管理職
手当

給料・報酬月額

20%

15%

10%

10%

5%

2.5%
(2.0%)

1.5%

期末
手当

措置期間

R元.11.1～R6.3.31

R元.11.1～R6.3.31

R元.11.1～R5.4.29

R元.11.1～R6.3.31
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４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(1) 勤務時間の状況

全職員について、労働基準法の限度内である１日７時間45分、１週間38時間45

分となっています。

(2) 年次有給休暇の取得状況

年次有給休暇は、一の年ごとに20日付与され（途中採用者を除く 、20日を超。）

えない範囲内の残日数は、翌年に繰り越すことができます。

（※市町村立学校教職員を除く ）。

(3) 特別休暇等の導入状況

総付与日数 総取得日数 全対象職員数 平均取得日数 消化率

a b c b/c b/a

656,240日 217,935日 18,463人 12日 33.2％

種　　　　類
（休暇等の名称）

区　　分 有給/無給 付与日数 備　　　考

公民権の行使 特別休暇 有給 必要と認められる時間

証人等としての出頭 特別休暇 有給 必要と認められる時間

骨髄等ドナー休暇 特別休暇 有給 必要と認められる期間

結婚休暇 特別休暇 有給 ８日（分割する場合は６日）

産前産後休暇 特別休暇 有給
産前６週間（２週間延長可、多胎妊娠14週
間）、産後８週間

育児休暇 特別休暇 有給 １日２回、合計90分

不妊治療 特別休暇 有給 ６日以内

妊産婦の健康診断 特別休暇 有給 必要と認められる時間

妊婦の通勤緩和 特別休暇 有給 １日１時間

妻の出産 特別休暇 有給 ３日以内

男性職員の育児参加 特別休暇 有給 ５日以内

家族看護・子育て 特別休暇 有給
８日以内（中学校卒業前の子が２人以上の
場合は12日）

忌引休暇 特別休暇 有給 １日～10日

父母、配偶者又は
子の法要等

特別休暇 有給
慣習上最小限度必要と認められる期間（１
日）

夏季休暇 特別休暇 有給 ５日以内

災害による現住居
の滅失等

特別休暇 有給 １週間を超えない範囲内

災害又は交通機関の
事故等による出勤困
難

特別休暇 有給 必要と認められる期間

勤務時間の運用状況

開始時刻 終了時刻※ 休憩時間※

38時間45分 ７時間45分 8:30 17:15
12:00

～
13:00

※　県立学校の教育職員（昼間に授業を行う学校（課程））

　　　勤務時間：8:30～17:00、休憩時間：12:45～13:30

※　県立学校の教育職員（夜間に授業を行う学校（課程））

　　　勤務時間：13:15～21:45、休憩時間：16:45～17:30

１週間の
正規の

勤務時間

１日の
正規の

勤務時間

条例・規則の状況
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※特別休暇、職専免・・・いずれも勤務時間中に給与の支給を受けながら勤務しないことが認

められる制度で、事由により特別休暇と職務専念義務免除の２つに

分けられている。

（単位：人）(4) 介護休暇の取得状況

種　　　　類
（休暇等の名称）

区　　分 有給/無給 付与日数 備　　　考

所轄庁の事務又は事
業の停止

特別休暇 有給 必要と認められる時間

生理休暇 特別休暇 有給 １回について２日以内

妊婦の妊娠障害 特別休暇 有給
必要と認められる期間
（14日以内）

リフレッシュ休暇 特別休暇 有給
３日以内（勤続期間20年及び30年の翌年
度）

ボランティア休暇 特別休暇 有給 ５日以内

短期介護休暇 特別休暇 有給 ５日以内

公務疾病休暇 病気休暇 有給
２年の範囲内
（県警は必要と認められる期間）

結核性疾病休暇 病気休暇 有給 １年の範囲内

私傷病休暇 病気休暇 有給 ６月の範囲内

療後休暇 病気休暇 有給 １月の範囲内で、１日について４時間以内

分割面接授業参加 職専免 有給 42日の範囲内

措置要求・審査請求 職専免 有給 必要と認める時間

公務災害補償に関す
る審査請求

職専免 有給 必要と認める時間

妊婦の休息又は補食 職専免 有給 必要と認める時間

勤務庁舎内等におけ
る献血

職専免 有給 必要と認める時間

本部長が実施する昇
任試験

職専免 有給 必要と認める時間 警察本部のみ

無給 ６月の範囲内

無給 ３年の範囲内で、１日について２時間以内

研修計画 職専免 有給 必要と認められる時間

厚生計画参加 職専免 有給 必要と認められる時間

兼職 職専免 有給 必要と認められる時間

適法な交渉 職専免 有給 交渉・予備交渉（協議）に必要な時間 警察本部制度なし

無給 30日以内 警察本部制度なし組合休暇

介護休暇

介護時間

１月以下
１月超

２月以下

２月超

３月以下

３月超

４月以下

４月超

５月以下
５月超

男　性 1 0 0 1 0 0 0

女　性 14 3 4 1 1 0 5

合　計 15 3 4 2 1 0 5

取得者
数合計

介護休暇承認期間別内訳
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５ 職員の休業に関する状況

(1) 育児休業等の取得状況

（単位：人）① 育児休業

※ 令和２年度に新たに育児休業を取得した職員

（単位：人）② 部分休業

※ 令和２年度に新たに部分休業を取得した職員

(2) 自己啓発等休業の取得状況

自己啓発等休業は、大学等課程の履修又は国際貢献活動を行うために３年（大

学等課程の履修の場合は原則２年）を超えない範囲内において、休業することを

可能とする制度です。

令和２年度に新たに休業を取得した職員：なし

(3) 修学部分休業の取得状況

修学部分休業は、大学、専修学校等で修学するために２年を超えない範囲内に

おいて、１週間の勤務時間の一部について休業することを可能とする制度です。

令和２年度に新たに休業を取得した職員：なし

(4) 配偶者同行休業の取得状況

配偶者同行休業は、外国での勤務等により外国に住所又は居所を定めて滞在す

る配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするために３年を超えない範

囲内において、休業することを可能とする制度です。

令和２年度に新たに休業を取得した職員：なし

６月以下
６月超

１年以下

１年超
１年６月
以下

１年６月
超

２年以下

２年超
２年６月

以下

２年６月
超

男　性 55 47 7 1 0 0 0

女　性 443 7 82 102 110 42 100

合　計 498 54 89 103 110 42 100

取得者
数合計

育児休業承認期間別内訳

１年以下
１年超

２年以下
２年超

３年以下
３年超

４年以下
４年超

５年以下
５年超

男　性 7 7 0 0 0 0 0

女　性 159 84 12 3 18 31 11

合　計 166 91 12 3 18 31 11

取得者
数合計

部分休業承認期間別内訳
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(5) 大学院修学休業の取得状況

大学院修学休業は、一種免許状又は特別免許状を有する公立学校の教員が、国

内外の大学院に在学し、専修免許状を取得するために３年を超えない範囲内にお

いて、休業することを可能とする制度です。

令和２年度に新たに休業を取得した職員：なし
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６ 職員の分限及び懲戒の状況

(1) 分限処分の状況

分限処分とは、法律又は条例に定められた事由に該当した場合に、職員の意に

反してその身分に不利益な変動をもたらす処分のことをいい、地方公務員法第28

条に規定されています。

分限処分には、降任・免職・休職・降給の４種類があります。

（単位：人）① 分限処分者数

（単位：人）② 休職状態にある者の数

(2) 懲戒処分の状況

懲戒処分とは、任命権者が職員の一定の義務違反に対して、その責任を追及し

て行う行政上の不利益処分のことをいい、地方公務員法第29条に規定されています。

懲戒処分には、戒告・減給・停職・免職の４種類があります。

（単位：人）① 懲戒処分者数

※訓戒・・・懲戒処分にはあたらず、法的効果をなんらもたらすものではないが、職員の

職務上の義務違反等に対し、その責任を確認し、将来を戒める行為をいう。

訓戒には、文書訓戒と口頭訓戒がある。

処分事由 降任 免職 休職 降給 合計

勤務実績が良くない場合 0 0 0 0 0

心身の故障の場合 0 0 341 0 341

職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0 0

職制、定数の改廃、予算の減少に
より廃職、過員を生じた場合

0 0 0 0 0

刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0 0

条例で定める事由による場合 0 0 0 0 0

合　　　計 0 0 341 0 341

0

0

地方公務員法第28条第４項により失職した者

地方公務員法第28条第４項に基づく条例により失職しなかった者

処分事由 新規・更新処分 左記以外 合計

心身の故障の場合 180 10 190

刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0

条例で定める事由の場合 0 0 0

合　　　計 180 10 190

処分事由 免職 停職 減給 戒告 合計 訓戒

法令に違反した場合 2 5 6 10 23 13

職務上の義務に違反し
又は職務を怠った場合

1 0 0 0 1 22

全体の奉仕者たるにふさわしく
ない非行のあった場合

3 1 5 4 13 22

合　　　計 6 6 11 14 37 57
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（ ）② 行為別懲戒処分者数内訳 単位：人

免職 停職 減給 戒告 合計 訓戒

給与・任用に関する不正

諸給与の不正領得 0 0 2 0 2 0

受験採用の際の虚偽行為 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0

小計 0 0 2 0 2 0

一般服務違反等関係

守秘義務違反 0 0 0 0 0 0

政治的行為違反 0 0 0 0 0 0

違法な職員組合活動 0 0 0 0 0 0

争議行為 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0

小計 0 0 0 0 0 0

営利企業等従事制限違反 0 0 1 0 1 0

1 0 0 0 1 1

公職選挙法違反 0 0 0 0 0 0

休暇の不正利用・虚偽申請 0 0 0 0 0 0

職場内秩序びん乱 0 0 0 1 1 2

セクシュアル・ハラスメント 0 0 0 0 0 2

0 1 2 5 8 6

通常業務処理不適正 0 1 0 1 2 5

公金官物処理不適正 0 0 3 2 5 4

その他 0 1 0 0 1 12

小計 1 3 6 9 19 32

公務外非行関係

傷害・暴行の刑法違反 0 0 0 0 0 0

金銭・異性関係等の非行 2 2 2 1 7 4

その他 1 0 0 0 1 5

小計 3 2 2 1 8 9

収賄等関係

収賄 0 0 0 0 0 0

横領 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0

小計 0 0 0 0 0 0

交通事故・交通法規違反

職務遂行中 0 0 0 0 0 0

職務行為中以外 2 1 1 4 8 6

小計 2 1 1 4 8 6

うち飲酒運転 2 1 0 0 3 0

本人の行為（上記合計） 6 6 11 14 37 47

監督責任 0 0 0 0 0 10

6 6 11 14 37 57

処分の具体的事由

合　　　　　計

欠勤・遅刻・早退・勤務態度の不良等

教職員による児童生徒に対する非違行為
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(3) 職員の刑事処分の状況

（単位：人）◎ 刑事事件処分者数

７ 職員の服務の状況

◎ 服務規律遵守のための取組の状況

懲役 禁錮 罰金 科料 合計

収賄による場合 0 0 0 0 0

横領による場合 0 0 0 0 0

傷害・暴行による場合 0 0 0 0 0

道路交通法違反による場合

職務遂行中 0 0 0 0 0

職務遂行中以外 0 0 9 0 9

小計 0 0 9 0 9

その他 2 0 4 0 6

2 0 13 0 15

事件の種類

合　　　　　計

取　　　組 具体的内容
職員への
周知方法

備　　　考

「職員の綱紀の保持及び服務規律の確
保」に関する通知

文書回覧
年２回実施
（警察本部を除く。）

「職員の綱紀の保持及び服務規律の確
保のための指針」の作成

文書回覧
年２回実施
（警察本部を除く。）

規律の保持及
び各種事故防
止

通知により、規律の保持及び各種事故防
止の徹底を指示

幹部による指
示及び

文書回覧
（警察本部のみ。）

監察の実施
業務の能率的運営と規律保持を目的とし
て、業務・服務全般について監察を実施

－ （警察本部のみ。）

綱紀保持・服務
規律の確保
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８ 職員の退職管理の状況

(1) 再就職に係る規制

平成28年４月１日施行の改正地方公務員法において、再就職規制に関する規定が

新たに定めらました。県では、改正地方公務員法に定めるもののほか 「職員の退、

職管理に関する条例」や「新潟県職員の再就職の取扱いに関する要綱」により、職

員の退職管理の適正化を図っています。主な内容は以下のとおりです。

① 再就職者による働きかけの禁止

、 、退職後に再就職した再就職者に対し 再就職先に関する契約・処分等に関して

退職後２年間、現役職員に対する働きかけを禁止

② 再就職の自粛等

ア 退職後２年間、民間企業（出資法人除く）の役員就任を自粛（全職員）

イ 退職後２年間、民間企業（出資法人除く）への再就職を自粛（課長級以上の

職員。ただし、事前に総務管理部長の承認を受けた場合を除く ）。

ウ 電力会社への再就職を自粛（原子力安全行政所管部署の管理職経験のある職

員）

③ 再就職情報の届出等

ア 管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものに就

いている職員であった者は、退職後に再就職した場合、退職後２年間、退職時

の任命権者に対し、再就職情報を届出

イ 退職後に再就職を予定している職員は、在職中に誓約書を提出

④ 働きかけ規制違反の監視

・ 現役職員が再就職者から働きかけを受けた場合、人事委員会に届け出ること

を義務づけ

・ 任命権者は、働きかけ規制違反の疑いを把握した場合、違反行為について調

査を実施し、調査結果について人事委員会に報告

⑤ 再就職状況の公表

再就職の透明性確保のため、退職者の再就職状況を公表

※ ②、③イ、⑤については、教職員及び警察本部の職員を除く。
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(2) 再就職者の状況

令和２年度末退職者の再就職状況（R3.4.1現在）は以下のとおりです。

区分 事務 専門 用員 教育職員 警察官 合 計

県以外の団体等
25 138 0 10 14 187への再就職者数

5 14 0 0 0 19県出資法人

17 98 0 10 3 128公益団体等

3 26 0 0 11 40民間企業等

県への任用 85 60 27 269 48 489

76 48 23 267 34 448再任用職員

9 12 4 2 14 41再雇用嘱託員

合 計 110 198 27 279 62 676
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９ 職員の研修の状況

(1) 職員研修の体系（知事部局）

※ このほか、各任命権者においてそれぞれの専門業務に関連する研修を個別に

実施しています。

職場研修

階層別研修

研修所研修

能力開発研修

政策基礎/実践

経営分析

海外派遣

政策形成研修 交流・連携

リーダーシップ

部局別研修

専門研修 行政法務

特別研修

大学院自主研修

通信教育

自己啓発支援

グループ自主研究

資格取得支援

民間企業派遣

大学院派遣

派遣研修 自治大学校派遣

省庁派遣
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(2) 研修の種類と受講者の状況（主なもの）

① 知事部局（議会事務局及び行政委員会事務局を含む ）。

② 病院局

③ 企業局

④ 教育委員会

研修名 研修の内容 受講者数

係長研修
【階層別研修】

年間を通じて、目標管理と連動したマネジメント・サイク
ルの確立を支援する。

142人

ロジカルシンキング
【能力開発研修】

論理的思考の体系を理解し、客観性・妥当性があり、他者
が納得できる考えをまとめ上げるスキルを身につける。

47人

経営分析コース
【専門研修】

財務諸表の分析手法等を習得し、経済活動を経営的な視点
から理解・判断できる能力の向上を図る。

11人

民間企業派遣研修
【派遣研修】

県内外の民間企業における実務経験を通じて、行政課題に
対応するための高度な知識・ノウハウを習得する。

8人

研修名 研修の内容 受講者数

認定看護師養成研修

看護管理に携わる職員として質の高い組織的看護サービスを提供
するためマネジメントに必要な知識、姿勢を養い、看護管理者の資
質と水準の維持向上を図るため日本看護協会等の認定看護管理者
研修へ派遣し受講する。

10人

研修名 研修の内容 受講者数

企業局新任者研修 業務概要の説明 12人

基礎技術派遣研修
電気・工業用水道等に関する専門知識を高めるため、講習会・セミ
ナー等に職員を派遣した。※オンライン研修に変更した研修含む。

34人

その他派遣研修
企業経営等に関する専門知識を高めるため、講習会・セミナー等に
職員を派遣した。

10人

資格取得支援 電気主任技術者等の資格取得支援 19人

研修名 研修の内容 受講者数

初任者研修
本県における学校教育の現状や課題について理解を深めるととも
に、教員として実践的指導力と使命感を養い、幅広い知見の習得を
図る。

340人

中堅教諭等資質向上研
修

校内において中堅教員としての役割を果たすため、本県の教育課
題の理解と学校運営に参画する資質能力及び教科指導における授
業力の向上を図る。

292人

小・中・高・特別支援学
校新任校長、幼稚園新
任園長研修

校長としての職務、組織マネジメントの考え方や危機管理の在り方
について総合的に理解を深め、校（園）長としての資質能力の向上
を図る。

120人
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⑤ 警察本部

10 職員の福祉及び利益の保護の状況

(1) 福利厚生の実施状況

地方公務員法において 「職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項につい、

て計画を樹立し、これを実施しなければならない」とされているほか「職員又はそ

の被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため

の相互救済を目的とする共済制度が実施されなければならない」とされていること

から、これらに基づき共済組合及び互助会と連携しながら事業を実施しています。

（ ）知事部局

（単位：件）(2) 公務災害等の状況

区分 事業名 事業概要

定期健康診断 定期健康診断及び事後指導等

がん検診 婦人検診、大腸がん、前立腺がん、肺がん

人間ドック 希望制人間ドック

特定健康診査・特定保健指導 特定健康診査、特定保健指導

健康増進講座 健康講座、メンタルヘルス対策等

元気回復事業 地区スポーツ大会、地区文化教養行事等

ライフプラン推進事業 ライフプランセミナー、職員相談室の運営等

福利厚生施設 県庁医務室、職員住宅、職員会館等

福祉事業 貸付事業

短期給付 保健給付（医療保険）、休業給付等

長期給付 老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金等

福祉事業 貸付事業、保健事業等

厚生制度

共済制度

公務上 公務外 取下げ 計

公務災害 15 280 261 4 0 265 30

通勤災害 3 26 27 0 0 27 2

合計 18 306 288 4 0 292 32

区分
元年度末

未認定件数
２年度中
申請件数

２年度中認定状況 ２年度末
未認定件数

研修名 研修の内容 受講者数

初任（補修）科 職務遂行に必要な基礎知識及び技能を修得する。 251人

部門別任用科 特定の部門で必要な専門的知識及び技術を修得する。 91人

専科 職務執行に必要な専門知識及び技能を修得する。 507人

警部任用科 職務執行に必要な知識及び技能を修得する。 25人
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Ⅱ 人事委員会の業務の状況

１ 競争試験及び選考の状況

（単位：人）(1) 職員採用試験（競争試験）の実施状況（令和２年度）

試験区分 職 種 申込者数 受験者数 合格者数 採用者数

大学卒業 一般行政 387 294 50 40
程度

一般行政（病院） 3 3 0 0

警察行政 14 11 1 1

福祉行政 44 34 8 8

福祉行政（心理） 16 13 3 2

総合土木 34 27 18 17

総合土木（新方式） 6 6 2 1

林業 16 12 4 4

農業 35 30 6 6

水産 11 9 1 1

建築 4 3 1 1

環境 21 17 2 2

電気 10 8 5 4

保健師 10 7 3 2

薬剤師（行政） 1 1 1 1

少年警察補導員 13 11 3 3

福祉行政 心理・追加募集 14 12 4 4（ ）

電気 5 1 0 -（追加募集）

保健師 10 9 2 2（追加募集）

薬剤師（行政・追加募集） 0 - - -

小 計 654 508 114 99

大学卒業 一般行政（ＩＣＴ） 6 6 1 1
程度：職
務経験者 一般行政（財務） 3 3 0 -

一般行政 31 27 2 2

福祉行政 3 3 1 1

総合土木 5 5 2 1

林業 0 - - -

農業 6 6 1 1
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水産 1 1 0 -

環境 5 5 1 1

保健師 2 2 1 1

薬剤師（行政） 0 - - -

小 計 62 58 9 8

短大卒業 司書 12 11 1 1
程度

小 計 12 11 1 1

高校卒業 一般事務 122 105 8 6
程度

警察事務 23 21 4 3

総合土木 23 22 8 3

電気 7 6 2 2

小 計 175 154 22 14

警察官Ａ 男性警察官 336 248 69 45

男性警察官（武道） 2 2 1 1

女性警察官 77 48 17 13

女性警察官（武道） 2 2 1 1

小 計 417 300 88 60

警察官Ｂ 男性警察官 341 292 76 66

女性警察官 72 59 12 11

小 計 413 351 88 77

市町村立 学校事務職員 173 150 10 7
義務教育
諸学校
事務職員 小 計 173 150 10 7

就職氷河 一般事務 310 239 5 5
期世代

総合土木 4 4 0 -

学校事務職員 39 35 3 2

小 計 353 278 8 7

合 計 2,259 1,810 340 273
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（単位：人）(2) 職員採用試験（選考考査）の実施状況（令和２年度）

試験区分 職 種 申込者数 受験者数 合格者数 採用者数

大学卒業 助産師 3 3 3 3
程度

助産師・第２回 2 2 2 2

病院事務 30 28 3 2

薬剤師（病院） 4 4 3 2

薬剤師（病院 ・第２回 2 2 1 1）

薬剤師（病院 ・第３回 2 2 1 1）

薬剤師（病院 ・第４回 0 - - -）

福祉行政（障害者） 4 3 0 -

林業（障害者） 1 0 - -

農業（障害者） 2 1 0 -

職業訓練指導員 機械系 2 2 1 1（ ）

原子力工学 4 3 1 1

醸造 0 - - -

醸造・第２回 4 3 1 1

小 計 60 53 16 14

短大卒業 看護師 102 83 59 53
程度

看護師・第２回 27 23 11 11

看護師・第３回 14 13 7 6

看護師・第４回 5 5 2 2

理学療法士 9 7 3 3

臨床検査技師 42 37 6 5

臨床検査技師・第２回 12 10 2 2

臨床工学技士 9 6 1 1

歯科衛生士 10 10 1 1

小 計 230 194 92 84

高校卒業 一般事務（障害者） 64 57 3 3
程度

警察事務（障害者） 3 2 0 -

総合土木（障害者） 3 3 0 -

学校事務（障害者） 5 5 1 1
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船舶乗組員（航海士） 5 4 1 1
（警察本部）

船舶乗組員（航海士） 2 1 1 1
（教育庁）

警察官（航空操縦士） 10 8 0 -

警察官（航空操縦士 ・ 7 6 1 1）
第２回

小 計 99 86 7 7

その他 警察官（再採用） 4 2 1 1

小 計 4 2 1 1

合 計 393 335 116 106
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２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

本委員会は、本県職員の期末手当及び勤勉手当について、令和２年10月23日に
県議会及び知事に対して報告し、併せてその改定について勧告を行った。

、 、 、また 本県職員の給与の実態 給与を決定する諸事情について調査研究を行い
令和２年 11月６日に県議会及び知事に対してその結果を報告した。

○職員の期末手当及び勤勉手当に関する報告及び勧告について(令和2年10月23日)
(1) 報告
① 職員の期末手当・勤勉手当

現在、職員に支給される期末手当・勤勉手当の年間の平均支給月数は、4.45
月分となっている。

なお、本年度の職員の給与は、本県の厳しい財政状況を踏まえ 「知事等の、

給与の特例に関する条例（令和元年新潟県条例第18号。以下「特例条例」とい
う 」により特例的に減額されており、期末手当・勤勉手当については、職。）

員の役職段階に応じて、３～10％の減額が行われている。
② 民間給与の調査

本委員会は、職員の給与と民間給与との比較を行うため、本年も、人事院及
び新潟市人事委員会等と共同して、企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50
人以上の県内1,119事業所のうちから、255事業所を層化無作為抽出法によって
抽出の上 「令和２年職種別民間給与実態調査」を実施することとした。、

なお、本年は、新型コロナウイルス感染症に対処する医療現場の厳しい環境
に鑑み、病院は調査対象から除外した。

例年は、調査員が事業所を直接訪問し、月例給と賞与等について一括して調
査を実施しているが、本年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を
考慮し、郵送など実地によらない方法でも調査可能な賞与等に関する調査を６
月29日から先行して実施した。

他方、実地調査が基本となる月例給に関する調査については、８月17日から
９月30日までの期間で実施することとした。この調査では、公務と類似すると
認められる54種類の職務に従事する者について、本年４月分として支払われた
給与月額等を調査している。

③ 職員と民間従業員との給与比較
ア 特別給

昨年８月から本年７月までの１年間において、民間事業所で支払われた賞
与等の特別給を調査した結果は、別表に示すとおりであって、平均給与月額
の4.40月分に相当しており、職員の特別給（期末手当・勤勉手当）の年間の
平均支給月数（4.45月）を下回っている。

なお、職員の期末手当・勤勉手当については、特例条例により減額措置が
とられているが、これは本県の厳しい財政状況を踏まえた特例的なものであ
り、本来支給される給与水準を示すという給与勧告の趣旨から、特別給の比
較に当たっては、当該減額措置を考慮しないことが適当であると考える。

イ 公民給与の較差
本委員会は、例年実施している「職員給与実態調査」及び「職種別民間給

与実態調査」の結果に基づき、職員にあっては従事する職務の種類に応じ、
７種13給料表の適用を受けている者のうち行政職給料表適用職員、民間にあ
ってはこれに相当する職種の職務に従事する者について、相互の給与を比較
している。

本年においても、４月１日現在で実施した「職員給与実態調査」及び８月
17日から９月30日までの期間に実施した「職種別民間給与実態調査」の結果
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に基づき、４月分の給与について公民較差を算出することとする。
④ むすび

職員の期末手当・勤勉手当及び民間の特別給の実態とそれぞれの比較並びに
人事院勧告の概要等は、以上述べたとおりである。

これらを総合的に勘案し、本委員会は、職員の期末手当・勤勉手当の改定等
について次のとおり判断した。
ア 職員の期末手当・勤勉手当の改定

期末手当・勤勉手当については、昨年８月から本年７月までの１年間にお
ける民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.05月分引き
下げ、4.40月分とする。支給月数の引下げ分は、人事院勧告や民間の特別給
の支給状況等を踏まえ、本年度については、12月期の期末手当から差し引く
こととし、令和３年度以降においては、６月期及び12月期の期末手当が均等
になるよう支給月数を定めることとする。

また、再任用職員、任期付研究員及び特定任期付職員の期末手当について
も、同様に支給月数を引き下げることとする。

イ 職員の月例給
前記③ イにより算出した公民較差に基づき、改めて必要な報告及び勧告

を行うこととする。
ウ 給与勧告実施の要請

人事委員会の給与勧告制度は、労働基本権を制約されている職員の適正な
処遇を確保するため、情勢適応の原則に基づき、職員の給与水準を民間の給
与水準に合わせることを基本とし、国及び他の都道府県の職員の給与等を考
慮して決定する方式として、長年の経緯を経て定着してきた。

今回の勧告は、期末手当の引下げを行う内容となったが、民間準拠を基本
とした給与決定の仕組みは、職員に対し適正な給与水準を保障し、公務に必
要な人材の確保や円滑な行政運営に寄与するものである。

、 、県議会及び知事におかれては 給与勧告制度の意義や役割に理解を示され
勧告どおり実施されるよう要請する。
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別表
民間における特別給の支給状況

事務・技術等従業員
区

分
項 目

下半期 （ Ａ ） 371,969 円１

平均所定内給与月額

354,725 円上半期 （ Ａ ）２

下半期 （ Ｂ ） 829,003 円１

特別給の支給額

770,461 円上半期 （ Ｂ ）２

下半期 （ ） 2.23 月分
Ｂ１

１
特別給の支給割合

Ａ

（ ） 2.17 月分上半期
Ｂ２

２Ａ

年 間 計 4.40 月分

（注）下半期とは令和元年８月から令和２年１月まで、上半期とは同年２月から７月までの期間をいう。
備考 職員の場合、現行の年間支給月数は、平均で4.45月である。
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(2) 勧告
① 期末手当の改定
ア 一般職の職員の給与に関する条例及び市町村立学校職員の給与に関する条例

期末手当の支給割合を次のとおり改定すること。
ａ 令和２年12月期の支給割合

(a) 特定幹部職員以外の職員
期末手当の支給割合を1.25月分（再任用職員にあっては､0.675月分）

とすること。
(b) 特定幹部職員

期末手当の支給割合を1.05月分（再任用職員にあっては､0.575月分）
とすること。

ｂ 令和３年６月期以降の支給割合
(a) 特定幹部職員以外の職員

６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.275月分
（再任用職員にあっては、それぞれ0.7月分）とすること。

(b) 特定幹部職員
６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.075月分

（再任用職員にあっては、それぞれ0.6月分）とすること。
イ 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例

期末手当の支給割合を次のとおり改定すること。
ａ 令和２年12月期の支給割合

期末手当の支給割合を1.625月分とすること。
ｂ 令和３年６月期以降の支給割合

６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.65月分とす
ること。

ウ 一般職の任期付職員の採用等に関する条例
特定任期付職員の期末手当の支給割合を次のとおり改定すること。

ａ 令和２年12月期の支給割合
期末手当の支給割合を1.625月分とすること。

ｂ 令和３年６月期以降の支給割合
６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.65月分とす

ること。
② 改定の実施時期

この改定は、この勧告を実施するための条例の公布の日の属する月の翌月の
初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）から実施すること。

ただし、①のアのｂ、イのｂ及びウのｂについては、令和３年４月１日から
実施すること。

○職員の給与等に関する報告について（令和2年11月6日）
(1) 報告
① 職員の給与

本委員会が、本年４月１日現在で実施した「令和２年職員給与実態調査」の
概要は、次のとおりである。
ア 職員構成

職員数は、一般職員6,231人、警察官4,032人、県立学校職員4,261人､市町
村立学校職員8,760人、計23,284人となっており、昨年に比べ398人減少して
いる。

、 、 、 、また 平均年齢は43.3歳 平均経験年数は21.0年 男女別構成は男63.0％
女37.0％、学歴別構成は大学卒80.1％、短大卒7.2％、高校卒12.7％、中学
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卒0.0％となっている。
イ 平均給与月額

職員は、従事する職務の種類に応じ、行政職、公安職、教育職、医療職、
研究職、福祉職及び学校栄養職の７種13給料表の適用を受けているが、これ
ら職員全員の本年４月における平均給与月額は、給料355,939円、扶養手当
9,403円、地域手当586円、その他の手当17,756円、計383,684円となっている。

このうち民間給与との比較を行っている行政職給料表適用職員（平均年齢
43.9歳、平均経験年数21.8年）の平均給与月額は、給料335,175円、扶養手
当9,675円、地域手当799円、その他の手当18,687円、計364,336円となって
いる。

なお、本年度の職員の給与は、本県の厳しい財政状況を踏まえ 「知事等、

の給与の特例に関する条例（令和元年新潟県条例第18号。以下「特例条例」
という｡ 」により特例的に減額措置がとられており、減額がないものとし）

た場合、職員全員の平均給与月額は393,357円、このうち行政職給料表適用
職員の平均給与月額は374,229円となっている。

② 民間給与の調査
本委員会は、職員の給与と民間給与との比較を行うため、本年も、人事院及

び新潟市人事委員会等と共同して、企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50
人以上の県内1,119事業所のうちから、255事業所を層化無作為抽出法によって
抽出の上 「令和２年職種別民間給与実態調査」を実施した。、

なお、本年は、新型コロナウイルス感染症に対処する医療現場の厳しい環境
に鑑み、病院は調査対象から除外した。

例年は、調査員が事業所を直接訪問し、月例給と賞与等について一括して調
査を実施しているが、本年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を
考慮し、郵送など実地によらない方法でも調査可能な賞与等に関する調査を６
月29日から先行して実施した。

他方、実地調査が基本となる月例給に関する調査については、８月17日から
９月30日までの期間で実施し、公務と類似すると認められる54種類の職務に従

。事する者5,683人について、本年４月分として支払われた給与月額等を調査した
その主な調査結果の概要は、次のとおりである。

ア 初任給の状況
別表第１に示すとおり 新規学卒者の採用を行った事業所は 大学卒で20.、 、

9％（昨年31.8％ 、高校卒で18.2％（同17.6％）となっている。そのうち、）

初任給について、据え置いた事業所の割合は大学卒で59.6％（同60.6％ 、）

高校卒で42.9％（同54.4％ 、増額した事業所の割合は大学卒で36.4％（同）

39.4％ 、高校卒で57.1％（同45.6％）となっている。他方、減額した事業）

所の割合は、大学卒で4.0％（昨年は該当なし 、高校卒で初任給を減額し）

た事業所は昨年に引き続きなかった。
イ 給与改定の状況

別表第２に示すとおり、民間事業所においては、一般の従業員(係員)につ
いて、ベースアップを実施した事業所の割合は27.8％（昨年38.1％ 、ベー）

（ ） 。スダウンを実施した事業所の割合は1.0％ 昨年は該当なし となっている
また、別表第３に示すとおり、一般の従業員(係員)について、定期に行わ

れる昇給を実施した事業所の割合は87.5％（昨年91.2％）となっている。昇
給額については、昨年に比べて増額となっている事業所の割合は22.6％（同
28.8％）、減額となっている事業所の割合は12.6％（同6.9％）となっている。

③ 職員と民間従業員との給与比較
ア 公民給与の較差

本委員会は 「職員給与実態調査」及び「職種別民間給与実態調査」の結、
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果に基づき、職員にあっては行政職給料表適用職員、民間にあってはこれに
相当する職種の職務に従事する者について、相互の給与を比較した。

職員の給与については、特例条例により減額措置がとられているが、当該
減額措置は、本県の厳しい財政状況を踏まえた特例的なものであり、本来支
給される給与水準を示すという給与勧告の趣旨から、公民給与の比較に当た
っては、減額前の職員の給与を基礎とすることが適当であると考える。これ
により比較したところ、別表第４に示すとおり、職員の給与が民間従業員の
給与を246円（0.07％）上回っている。

なお、減額後の職員の給与を基礎として比較した場合、職員の給与が民間
従業員の給与を9,647円（2.65％）下回っている。

また、職員と民間従業員の比較に当たって使用した給与種目は別表第５の
とおりである。

イ 特別給
昨年８月から本年７月までの１年間において、民間事業所で支払われた賞

与等の特別給を調査した結果、平均給与月額の4.40月分に相当しており、職
員の特別給(期末手当・勤勉手当)の年間の平均支給月数（4.45月）を下回っ
ていたため、本年10月23日、職員の特別給の支給月数を引き下げることを内
容とする勧告を行ったところである。

④ 職員と国家公務員との給与比較
民間従業員の給与との比較を行っている行政職給料表適用職員と国家公務員

の行政職俸給表? 適用者の本年４月における平均給与月額は別表第６のとおり
である。

⑤ 物価及び生計費
総務省による本年４月の消費者物価指数は、昨年同月に比べ、新潟市では0.

2％の下落、全国では0.1％の上昇となっている。
また、本委員会が総務省の家計調査等を基礎として算定した２人世帯、３人

世帯及び４人世帯の新潟市における標準生計費は、本年４月においてそれぞれ
132,120円､150,220円及び168,320円となっている。

⑥ むすび
職員の給与及び民間給与の実態とそれぞれの比較、物価及び生計費の状況並

びに人事院報告の概要等は、以上述べたとおりである。
これらを総合的に勘案し、本委員会は、職員の給与の改定等について次のとお
り判断した。
ア 職員の給与の改定

ａ 給料表
給料表については、公民較差の状況等を踏まえ、改定を行わないことが

適当と考える。
ｂ 特殊勤務手当

特殊勤務手当については、任命権者において、国及び他の都道府県の状
況等を考慮し、必要に応じて見直しを検討する必要がある。

イ 働き方改革と勤務環境の整備
ａ 職員の勤務時間等

国家公務員の超過勤務については、昨年４月から、人事院規則により、
超過勤務命令を行うことができる上限時間が設定されており、国において
は、この人事院規則等の規定内容の下で、超過勤務の縮減に取り組んでい
る。本県においても人事委員会規則により、時間外勤務の上限時間を設定
しており、長時間勤務の是正は、職員の健康保持、ワーク・ライフ・バラ
ンス、有為な人材の確保等の観点から、重要な課題である。

職員の時間外勤務については、平成30年度には、長時間勤務の解消等に
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向けて策定された「新潟県庁働き方改革行動計画」に基づく取組等により
減少したものの、令和元年度は平成30年度と同程度の時間にとどまってい
る。

本委員会が、令和元年度の長時間勤務の状況を調査したところ、一部の
職場で、時間外勤務の上限時間を上回る状況が確認され、本年度において
も、新型コロナウイルス感染症対策関連業務による長時間勤務が懸念され
る。

任命権者においては、これまでも「新潟県庁働き方改革行動計画」等に
基づく様々な縮減対策に取り組んでおり、部局間・部局内における応援体
制の積極的な運用や、業務の効率化を進めるため、AI･RPA（ロボットによ
る業務自動化）技術の活用等の取組が行われている。今後もこれらの取組
の着実な実施により、時間外勤務の縮減に一層努めていく必要がある。

また、教職員の長時間勤務については、昨年12月に教育委員会が業務負
担の軽減を図り、働き方改革を進めるため、｢時間外の勤務時間｣の目標を
定めた「県立学校における教員の勤務時間の上限に関する方針」を策定し
たところである。当該方針では、県立学校における教員の勤務実態を分析
の上、長時間勤務の解消に向けた取組をまとめている。任命権者において
は、今後も勤務実態を把握・分析し、教職員の多忙化解消に向けた取組を
一層進めていく必要がある。

、 、本委員会としては 今後も職権を有する職員の労働基準監督機関として
労働法令遵守の観点から調査・指導を行っていくことはもとより、任命権
者における時間外勤務の状況を把握した上で、長時間勤務の是正に向け、
必要な取組に努めていく。

また、今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、官
民を問わずテレワークによる働き方が広がっており、本県においても在宅
勤務や本庁等に出張した際に利用できるサテライトオフィスが活用されて
いるところである。これらはICT環境の整備や業務管理の方策等の課題も
あるが、ワーク・ライフ・バランスや作業効率の向上にも有効であり、柔
軟で多様な働き方に対応した勤務環境の整備を進めるため、引き続き検討
を進める必要がある。

ｂ 仕事と家庭の両立支援
職員の仕事と育児、介護等の両立支援制度については、これまで累次の

改正が行われてきたところであるが、本年５月に閣議決定された「少子化
社会対策大綱」において、男性の家事・育児参画の促進が重点課題とされ
ており、男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得促進の取組を進めること
が重要である。任命権者においては、仕事と育児の両立支援制度の整備や
普及啓発などに努めてきたところであり、引き続き取組を進めていく必要
がある。

また、不妊治療と仕事の両立については、近年、支援の必要性が高まっ
ていることから、国や他の地方公共団体等の状況を注視しつつ、不妊治療

。 、を受けやすい職場環境の醸成を図っていく必要がある 本委員会としても
不妊治療のための休暇制度の新設を検討していく。

ｃ 職員の健康管理等
長時間にわたる過重な労働は疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考

えられていることから、任命権者が時間外勤務を命ずる場合には、職員の
健康及び福祉を害しないように考慮するなど、職員の健康保持に努めてい
く必要がある。

また、依然として多くの職員が精神疾患による長期の休暇の取得又は休
職をしていることから、職員の心の健康づくりは引き続き重要な課題とな
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っている。任命権者においては、従来から、精神科医師等によるメンタル
ヘルス相談、心の健康問題による長期療養者の職場復帰支援など様々な措
置を実施しているほか、ストレスチェックの結果を職場環境の改善に活用

、 、 。しており 今後も状況の改善に向け 一層の取組に努めていく必要がある
セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、

育児又は介護に関するハラスメントの防止については、任命権者において
指針や要綱を定め、職員の意識啓発、相談窓口の設置、研修の実施等様々
な対策に取り組んでいるところである。特に、パワー・ハラスメントにつ
いては、本年６月、防止対策等が盛り込まれた関係法律が施行されたこと
から、任命権者において指針等の改正が行われているところであるが、依
然として職員から相談が多く寄せられている状況にある。

今後とも引き続き、これらのハラスメントの発生防止に向けて、対策を
継続的に実施していく必要がある。

ウ 公務運営の改善
ａ 人材の確保

職員採用をめぐる環境は、民間企業等の雇用情勢をはじめ、少子化に伴
う受験年齢人口の減少などの影響により厳しさを増し、人材の確保が難し
くなっている職種もある。
このような状況を踏まえ、採用ガイダンスなどの機会を通じて、県職員の
仕事のやりがいや魅力を伝えるための広報に努めているところであるが、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大時においても、継続的に取り組める
よう、動画やSNS等を積極的に活用していくとともに、引き続き、任命権
者とも連携の上、人材確保の取組を一層進めていく必要がある。

また、民間企業等における職務経験を通して培った柔軟な発想や経営感
覚を備えた人材を確保するため、従来から民間企業等職務経験者を対象と
した採用試験を実施しているところである。

本年は、政府が取り組んでいる、いわゆる就職氷河期世代の支援策の一
環として採用試験を実施し、多様な経験を有する人材の確保に努めた。

障害者の雇用については、障害者の雇用の促進等に関する法律の趣旨を
踏まえ、障害者採用選考考査の受験資格の緩和や合理的配慮の拡充等を行
っている。任命権者においては、本年４月に「障害者活躍推進計画」を策
定したところであるが、当該計画に基づき、障害者が働きやすい職場づく
りを進めるなど、積極的に取組を推進していく必要がある。

ｂ 人材の育成
行政課題に迅速かつ的確に対応し、より質の高い行政サービスを提供し

ていくためには、職員一人ひとりが能力を十分に発揮し、組織全体の力を
高めていくことが重要である。任命権者においては、若手職員の柔軟な発
想に基づく政策提案を募集し、事業化する取組を進めているが、こうした
取組を通して職員の意欲と能力を高める職場風土が醸成されることを期待
する。今後も、人事評価制度も活用しながら、職員育成に係る基本方針等
に基づき、人材育成及び能力開発のための取組を積極的に進めていく必要
がある。

また、本県においては、採用者に占める女性の割合は増加傾向にあると
ともに、女性職員の登用が積極的に進められてきたところであるが、男女
共同参画の推進の観点や、女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律の趣旨を踏まえ、引き続き、女性職員のキャリア形成の支援や登用を進
めていく必要がある。

ｃ 能力・実績に基づく人事管理
能力及び実績に基づく人事管理を徹底する観点から、地方公務員法にお
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いて、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用す
ることとされているところである。

本県においても、同法の趣旨を踏まえて、任命権者において人事評価を
実施しているところであるが、職員の意欲と能力を高め、組織の活性化を
図り、県民サービスの向上に寄与するため、引き続き、公平性、透明性、
納得性の高い人事評価が行われ、その評価結果が人事管理の基礎として十
分に活用されるよう取り組む必要がある。

また、国では、定年の引上げに当たり、能力・実証に基づく人事管理を
徹底し、適材適所の人材配置を行うことが重要であるとして、国家公務員
の人事評価の改善に向けた検討を行っており、本県においても国の動向に
留意しながら、検討する必要がある。

ｄ 公務員倫理の確保
これまでも厳正な服務規律の確保と高い公務員倫理の保持の必要性につ

いては、繰り返し言及してきたところであるが、依然として、一部の職員
が飲酒運転をはじめとした重大な法令違反や、公務員としての倫理観を厳
しく問われるような不祥事を発生させ、県民の信頼を著しく損なう事態が
生じている。公務に対する信頼を確保するためには、法令を遵守するとと
もに、真摯に職務に精励することが前提となる。

任命権者においては、一定の対策がとられているところであるが、再発
防止策の実施や職員の綱紀の保持及び服務規律の確保について一層の徹底
を図るなど、不祥事の根絶に向けて対策を進めていくことが求められる。

、 、 、職員においても 勤務時間の内外を問わず 一人ひとりが高い倫理観と
全体の奉仕者であることの自覚を持ち、県民の期待と信頼に応えられるよ
う行動する必要がある。

エ 高齢層職員の能力及び経験の活用
年金支給開始年齢の65歳への段階的な引上げに伴う雇用と年金の接続につ

いて、本県においては、再任用を希望する定年退職者を原則として再任用す
ることにより対応しているところであるが、能力及び経験を十分に発揮でき

、 。る職務に配置するなど 引き続き再任用職員の活用に努めていく必要がある
一方、政府は 「経済財政運営と改革の基本方針2020 （閣議決定）にお、 」

いて 「2018年の人事院の意見の申出も踏まえ、公務員の定年引上げに向け、

た取組を進める｡｣としており、人事院報告においても高齢層職員の能力及び
経験の本格的な活用に向けて、定年を引き上げるための措置が早期に実施さ
れるよう改めて要請されたところである。

定年の引上げは、採用から退職までの人事管理全般に影響を与えることか
ら、引き続き、国及び他の都道府県の動向、関係法令の改正等に留意しなが
ら、職員の職務や配置などについても検討を進めていく必要がある。

オ 会計年度任用職員の勤務条件等
本年４月から会計年度任用職員制度が開始されたところである。任命権者

においては、臨時的任用職員と併せて、会計年度任用職員が十分に能力を発
揮できるよう、引き続き、任用、勤務条件等について、適切に運用していく
ことが必要である。
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別表第１
民間における初任給の改定状況

（単位：％）

項目
採用なし採用あり 初 任 給 の 改 定 状 況

企業規模 増 額 据置き 減 額学歴

20.9 36.4 59.6 4.0 79.1
規 模 計 (31.8) (39.4) (60.6) (0.0) (68.2)

500人以上 33.8 59.3 40.7 0.0 66.2
大

学

22.2 18.4 72.2 9.4 77.8
100人以上

卒 500人未満

10.4 0.0 100.0 0.0 89.6
50人以上

100人未満

18.2 57.1 42.9 0.0 81.8
規 模 計 (17.6) (45.6) (54.4) (0.0) (82.4)

500人以上 27.3 76.4 23.6 0.0 72.7
高

校

17.0 51.4 48.6 0.0 83.0
100人以上

卒 500人未満

16.4 37.1 62.9 0.0 83.6
50人以上

100人未満

（注）１ 「初任給の改定状況」は、採用がある事業所を100とした割合である。
２ （ ）は昨年の数値である。

別表第２
民間における給与改定の状況

（単位：％）

ベースアップ ベースアップ ベースアップ項 目
ベースダウン実施 中止 の慣行なし役職段階

27.8 19.0 1.0 52.2
係 員 （38.1） （5.5） （0.0） （56.4）

21.9 16.1 1.0 61.0
課 長 級 （29.6） （7.1） （0.0） （63.3）

（注）１ ベースアップの慣行の有無が不明及びベースアップの実施が未定の事業所を除いて集計
した。

２ （ ）は昨年の数値である。
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別表第３
民間における定期昇給の実施状況

（単位：％）

定期昇給 定期昇給項 目
定 期 昇 給 実 施 定期昇給

制度あり 制度なし
役職段階 増 額 減 額 変化なし 停 止

93.7 87.5 22.6 12.6 52.3 6.2 6.3
係 員 (92.6) (91.2) (28.8) (6.9) (55.5) (1.4) (7.4)

83.9 77.6 18.9 11.9 46.8 6.3 16.1
課 長 級

(83.5) (82.1) (26.4) (4.9) (50.8) (1.4) (16.5)

（注）１ 定期昇給の有無が不明、定期昇給の実施が未定及びベースアップと定期昇給を分離する
ことができない事業所を除いて集計した。

２ （ ）は昨年の数値である。

別表第４
職員と民間従業員の給与較差

民間給与 (Ａ) 職 員 給 与 (Ｂ) 較差 (Ａ)－(Ｂ)

△ 246 円
減額措置前 374,229 円

△0.07 ％
373,983 円

（ 9,647 円）
(減額措置後 364,336 円)

（ 2.65 ％）

（注）１ 公民ともに、本年度の新規学卒の採用者は含まれていない。
２ 職員給与の上段は特例条例による減額措置前の額であり、下段は特例条例による減額措

置後の額である。
３ 較差の上段は特例条例による減額措置前の職員給与に基づき算定した数値であり、下段

は特例条例による減額措置後の職員給与に基づき算定した数値である。

別表第５
公民比較における比較対象給与種目

民間給与 職員給与

きまって支給する給与から 給料月額、給料の調整額、扶養手当、管理職手当、地

時間外手当及び通勤手当を 域手当、初任給調整手当、住居手当、単身赴任手当

除いたもの （基礎額）、特地勤務手当等、寒冷地手当
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別表第６
職員と国家公務員との給与比較

その１ 民間従業員の給与との比較に用いる平均給与月額の比較（令和２年４月）
（単位：円）

職 員 区 分 平均給与月額
地域手当 扶養手当 諸手当

給料(俸給)
の月額

国家公務員 408,868 327,564 40,860 9,613 30,831

374,229 339,532 5,886 9,675 19,136減額措置前

本県職員
364,336 335,175 799 9,675 18,687減額措置後

（注）１ 平均給与月額等は「令和２年国家公務員給与等実態調査」及び「令和２年職員給与実態
調査」によるものである。

２ 国家公務員の平均年齢は43.2歳、本県職員の平均年齢は43.9歳である。
３ 本県職員の上段は特例条例による減額措置前の額であり、下段は特例条例による減額措

置後の額である。

その２ ラスパイレス指数

国 本県区 分

平成31年４月 100 100.1

（注）１ 上記指数は、国家公務員の行政職俸給表? 適用者とこれに相当する本県職員の給料月額
について、国家公務員を100とし、学歴別、経験年数別によるラスパイレス方式により比
較したものである。

２ 地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数も100.1である。
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３ 勤務条件に関する措置の要求の状況

◎ 受理件数、判定件数等

Ｒ２年度 前年度からの 判定件数 取下げ、打切 Ｒ３年度

受理件数 繰越件数 り件数 繰越件数

０ ０ ０ ０ ０

◎ 主な受理案件の概要

４ 不利益処分に関する審査請求の状況

◎ 受理件数、判定件数等

Ｒ２年度 前年度からの 判定件数 取下げ、打切 Ｒ３年度

受理件数 繰越件数 り件数 繰越件数

０ ２ １ ０ １

◎ 主な受理案件の概要

懲戒免職処分に関する審査請求（繰越案件）

 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、新潟県障害福祉人材確保支援事業移住支援金

の広報に関する業務の委託について次のとおり一般競争入札を行う。 

令和３年９月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 入札に付する事項 

(1) 委託案件の名称 

   新潟県障害福祉人材確保支援事業移住支援金 広報業務委託 

(2) 委託案件の仕様等 

   入札説明書による。 

２ 入札説明書を交付する期間及び場所並びに本件入札に関する問合せ等 

(1) 入札説明書の交付期間及び交付場所 

ア 交付期間 

  令和３年９月28日（火）から令和３年10月６日（水）まで（新潟県の休日を定める条例（平成元年新潟

県条例第５号）第１条第１項各号に規定する日を除く｡)の各日の午前９時から午後４時45分まで。 

イ 交付場所 

  新潟県新潟市中央区新光町４番地１（新潟県庁12階） 
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  新潟県福祉保健部障害福祉課 

(2) 問合せ等 

  入札説明書による。 

３ 入札執行の日時及び場所 

(1) 日時 令和３年10月20日（水） 午前10時 

(2) 場所 新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 新潟県庁入札室（新潟県庁16階） 

４ 入札に参加する者に必要な資格 

  本件入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たしている者でなければならない。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11

年法律第225号）第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者（会社更生法の規定に基づ

く更生手続申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画

の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を含む｡)であること。 

(3) 会社法（平成17年法律第86号）第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法（平成16年

法律第75号）第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(4) 新潟県内に本社又は支社、支店、営業所等を有する者であること。 

(5) 新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の未納がないこと。 

(6) 本件入札に係る入札説明書の交付を受けている者であること。 

(7) ５に定めるところにより、競争入札参加資格確認申請書等を提出し、本件入札に係る参加資格を有するこ

とについて新潟県知事から確認を受けている者であること。 

(8) 本件入札の公告日から入札執行日までの間に、国又は新潟県からの受注業務に関し、指名停止の措置を受

けていないこと。 

(9) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と

社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

５ 本件入札に係る参加資格の確認 

(1) 競争入札参加資格確認申請書等の提出 

  本件入札に参加を希望する者は、次に定めるところにより競争入札参加資格確認申請書等を提出し、新潟

県知事から本件入札に参加する資格を有する旨の確認を受けなければならない。 

  この場合において、次に定めるところに従わなかった者及び本件入札に参加する資格があると認められな

かった者は、入札に参加することができない。 

ア 提出期間 令和３年９月28日（火）から令和３年10月８日（金)(新潟県の休日を定める条例第１条第１

項各号に規定する日を除く｡)の午前９時から午後４時45分まで。 

イ 提出場所 新潟県新潟市中央区新光町４番地１（新潟県庁12階） 

       新潟県福祉保健部障害福祉課 

ウ 提出方法 持参又は郵送とする。 

  なお、郵送による場合は、アの期限内に必着させるとともに、書留郵便等の配達記録が残る方法を利用

するものに限る。 

エ 提出書類及び部数 入札説明書による。 

(2) 参加資格の確認結果の通知 

  提出書類に基づき審査を行い、入札参加の可否を決定する。 

  本件入札に係る参加資格の確認結果については、令和３年10月12日（火）以降に書面で通知する。 

６ 入札の方法 

(1) 入札の方法 

   入札は、次のいずれかの方法によること。 

ア 本人又は代理人が入札執行の日時及び場所に入札書（封筒に入れ密封の上、上記１(1)の委託案件の名称

及び入札者の商号又は名称を記入したものに限る｡)を持参し、提出すること。 

ただし、代理人が入札書を持参し、提出する場合は、３(1)に定める時刻までに委任状を提出し、代理

権が確認された者でなければならない。 

イ 本人が作成した一の入札書を封書の上、５(1)イに定める提出場所をあて先とした配達証明付きの書留郵

便（封筒を二重とし、外封筒に「入札書在中」の朱書きをし、中封筒に１(1)の委託案件の名称及び３(1)

に定める入札執行日時を記載したものに限る｡)をもって３(1)に定める日の前日の午後５時15分までに到着
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するよう郵送すること。 

(2) 入札書の記載 

ア 使用する言語及び通貨 

日本語（名義に関する記載部分を除く｡)及び日本国通貨とする。 

イ 入札金額 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価格とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約

希望金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。 

ウ 入札書の名義 

  本人（入札書を入札執行時に持参する場合は、本人又は代理人）に限る。 

７ 落札者の決定方法 

 入札に参加した者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った 

者を落札者とする。その他入札説明書による。 

８ 入札の無効 

  次の各号の一に該当する入札は、これを無効とする。 

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者又は競争入札参加資格確認申請書等に虚偽の記載をし、これを提

出した者が行った入札 

(2) 入札に参加する条件に違反した入札 

(3) 新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第10号。以下「財務規則」という｡)第62条第１項各号に掲げる入札 

(4) 入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正行為をしたと認められる入

札 

９ 入札保証金 

入札金額に100分の110を乗じた金額以上の金額（金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手を含む｡)

とする。ただし、財務規則第43条第１号に該当する場合は免除する。 

10 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額（金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手を含む｡)

とする。ただし、財務規則第44条第１号に該当する場合は免除する。 

なお、複数の方法による保証は認めない。 
11 契約の手続において使用する言語及び通貨 

  契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語（名義に関する記載部分を除く｡)及び日本国通貨とす 

る。 

12 その他 

(1) 競争入札参加資格確認申請書等の取扱い 

 ア 競争入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

 イ 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、提出者に無断で使用しない。 

 ウ 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、返還しない。 

 エ 提出された競争入札参加資格確認申請書等に記載されている内容については、本件入札に限るものとし、 

  他に使用しない。 

(2) その他 

ア 本件入札に関し、苦情申立があったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 
イ 令和３年度新潟県一般会計補正予算が議決されなかった等の場合、本件調達の手続について停止の措置

を行うことがある。 

ウ この公告及び入札説明書に定めるもののほか、本件入札及び契約の内容に関しては、日本国の関係法令、

財務規則その他新潟県知事の定める規則の定めるところによる。 

 

新潟県労働委員会労働者委員候補者の推薦について（公告） 

第47期新潟県労働委員会労働者委員の辞任（１人）に伴い、労働組合法（昭和24年法律第174号。以下「法」と

いう｡)第19条の12第３項及び労働組合法施行令（昭和24年政令第231号）第21条第１項の規定に基づき、次の要領

により、第47期新潟県労働委員会労働者委員の補欠の推薦を求める。 

なお、補欠委員の任期は、前任者の残任期間（令和５年１月31日まで）である。 
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令和３年９月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

  第47期新潟県労働委員会労働者委員補欠候補者推薦要領 

１ 労働者委員候補者 

(1) 候補者を推薦することができる労働組合 

新潟県の区域内にのみ組織を有し、かつ、新潟県労働委員会から法第２条及び第５条第２項の規定に適合

すると認められたものであること。 

(2) 候補者の資格 

   法第19条の４第１項に該当しない者であること。 

２ 推薦手続 

(1) 提出書類 

 ア 別記様式の推薦書 １通 

 イ 候補者の履歴書（横書きのもの） １通 

 ウ 候補者の委員に就任することについての内諾書 １通 

 エ 当該労働組合が法第２条及び第５条第２項の規定に適合する旨の新潟県労働委員会の証明書 １通 

(2) 書類の提出先 

  新潟県産業労働部しごと定住促進課 

３ 推薦期間 

 令和３年９月28日（火）から同年10月22日（金）まで 

４ その他 

 公務員が委員に就任する場合は、国家公務員法（昭和22年法律第120号)､地方公務員法（昭和25年法律第261 

号）及びその他の法令の規定により、兼職禁止等の制限を受ける。 
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別記様式 

 

推   薦   書 

 

令和 年 月 日 

 

 

新潟県知事    様 

 

 

              推薦者 主たる事務所の所在地 

              団体名 

              代表者氏名        印 

 

 労働組合法第19条の12第３項及び労働組合法施行令第21条第１項の規定により、新潟県労働委員会の労働者委

員の候補者として下記の者を推薦します。 

 

 

記 

（ふりがな） 

氏  名 
年齢 （労働者委員候補者）所属労働組合及び地位並びに所属職場及び地位 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 推薦する委員候補者の数に制限はありません。 
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監査委員公表 

包括外部監査結果に基づく措置状況の公表 

令和２年度包括外部監査結果に基づく措置状況について、次のとおり新潟県知事から通知があったので、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、その内容を公表する。 

令和３年９月28日 

新潟県監査委員 八 木 浩 幸 

新潟県監査委員 宮 崎 悦 男 

新潟県監査委員 池 田 千賀子 

新潟県監査委員 岡   俊 幸 
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令和２年度 包括外部監査結果に基づく措置内容 

テーマ「農業振興関連事業に係る事務の執行及び管理の状況について」 

 

区分 事業名等 項目 指摘・意見の内容 措置内容 

意見１ 園芸振興

基本戦略 

新 規 取 組

の実現に向

けた計画に

ついて 

園芸振興基本戦略の目標の一つとして「園

芸の栽培面積1,000ha増を目指す」ことが掲

げられている。1,000haのうち180ha分は、園

芸の新規取組により達成するとしているが、

具体的な計画が存在しなかった。県内全域で

新規取組者を確保する計画の策定などを行

い、その進捗管理を実施することが望ましい。 

54産地が策定した産地育成

計画の820ha分に加え、生産拡

大に意欲のある産地等が新たに

計画策定に取り組んでおり、栽

培面積1000ha増の目標達成に

向けて取り組む。 

意見２ 園芸振興

基本戦略 

目 標 達 成

に向けた進

捗 管 理 に

ついて 

令和元年からの６年間を計画期間と定めて

いる園芸振興基本戦略の目標達成に向けて、

産地育成計画が策定されているが、産地育成

計画において、途中年度における目標値を設

定している産地は少なかった。このため、産

地ごとに途中年度における目標値を設定する

ことが望ましい。 

産地育成計画を策定している

産地に対して、途中年度の目標

値を設定するよう指導し、全産

地が設定した。 

指摘１ 園芸アタ

ック応援

事業 

事 業 実 施

要 領 の 不

備について 

補助金申請者（事業主体）は補助対象とな

る機械等を利用することで園芸生産を拡大さ

せることを計画し、３年間でその計画を達成

することが求められる。補助金交付後、県は

事業主体から達成状況報告書を３年間入手

し、進捗を管理している。最終的に達成率が

70％未満の場合には、改善計画書の提出と、

達成状況報告の２年延長を求めている。しか

し、実施要領には、達成率が70％未満となっ

た場合にこれらを求める旨の記載が明文化さ

れていなかったため、実施要領に明記する必

要がある。 

指摘の事業は令和２年度で終

了したが、後継事業の実施要領

において、３年目の目標値の達

成率が70％未満の場合の取扱

いを明記した。 

指摘２ 園芸アタ

ック応援

事業 

達 成 率 の

計 算 誤 り

と評価の誤

りについて 

達成率の計算方法が誤っており、その結果

として、達成基準未満であっても達成したと

判断されてしまう状況であったため、計算方

法を是正する必要がある。 

提出された達成状況報告書

を確認し、誤りを是正するとと

もに、チェックリストを作成・

配付したところであり、計算方

法のミス防止に努める。 

意見３ 園芸アタ

ック応援

事業 

達 成 状 況

報 告 書 の

不備につい

て 

計画期間中に入手する達成状況報告書にお

いて、計画値や実績値の記載が誤っていた。

数値の記載誤りは達成率の計算結果に影響す

るため、記載ミスを防止できるチェックリス

ト等を活用することが望まれる。 

提出された達成状況報告書

を確認し、誤りを是正するとと

もに、チェックリストを作成・

配付したところであり、記載ミ

スの防止に努める。 

指摘３ 園芸アタ

ック応援

事業 

計 画 審 査

時 及 び 完

了 検 査 時

のチェック

リストの保

管について 

補助金交付の前後で実施する審査で使用す

るチェックリストが保管されていなかった。

審査チェックリストを保管する必要がある。 

計画審査及び完了検査にお

けるチェックリストについて、

他事業と同様に作成後、保管さ

れるよう、徹底する。 
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意見４ 園芸アタ

ック応援

事業 

計 画 審 査

時 の 制 限

付 き 一 般

競 争 入 札

検討のチェ

ック項目導

入について 

事業主体が機械等を取得する際、県は一般

競争入札による契約を求めているが、事業主

体の事情で一般競争入札が実施できない場合

には、新潟県が例外として認めている指名競

争入札もしくは３社以上の見積り合わせを行

う予定であるかを確認しているが、制限付き

一般競争入札の可否は確認していなかった。

計画審査チェックリストにおいて、制限付き

一般競争入札を事業主体側に求めることがで

きるか検討させる項目を設けることが望まし

い。 

計画審査において制限付き一

般競争入札の可否を確認するよ

う、計画審査チェックリストを

改正した。 

意見５ 園芸アタ

ック応援

事業 

事 業 主 体

側 の 契 約

ルールを確

認する時期

について 

事業主体が機械メーカー等と契約する際の

手続が、県契約ルールに準拠しているかを審

査しているのは、計画審査時点（事前審査）

及び完了検査時点（事後審査）の両方である。

しかし、事業主体側が設けている契約ルール

に準拠しているかを審査しているのは、完了

検査時点のみであった。計画審査においても

事業主体側の契約ルールに準拠しているかを

確認する審査項目を設けることが望ましい。 

計画審査においても事業主体

の契約ルールに準拠しているか

確認するよう、計画審査チェッ

クリストを改正した。 

意見６ 園芸産地

化チャレ

ンジ事業 

アンケート

の 回 収 率

向上につい

て 

園芸導入に関する研修会のアンケート回収

率が低いと考えられるため、アンケート回収

率向上を図ることが望ましい。 

研修会においてアンケートの

記載時間を設けるなど、回収率

向上の取組を実施した。 

意見７ 園芸産地

化チャレ

ンジ事業 

事 業 の 効

果 測 定 に

ついて 

園芸導入に関する研修会の実施によって、

園芸導入・拡大計画の立案にどの程度つなが

ったのか、定量的に評価されていなかった。 

園芸振興基本戦略において、栽培面積180ha

を増加させる目標があるため、本事業におい

ても園芸栽培の目標取組数等の評価が重要と

考えられる。目標取組数等から逆算して、い

つ、どこで、どれくらいの頻度で研修会を開

催すべきかを検討すること、そして、定量的

な評価尺度に基づいて、継続的に研修会の内

容についてブラッシュアップするような、Ｐ

ＤＣＡサイクルを構築することが望ましい。 

令和３年１月、２月の研修会

から研修会参加者のレベル・ニ

ーズが把握できるよう、アンケ

ートを改良した。 

これにより、計画策定に向け

て農業者のレベル・ニーズを踏

まえ、研修会の内容をブラッシ

ュアップしていく。 

意見８ 園芸産地

化チャレ

ンジ事業 

研 修 参 加

者 と 研 修

内 容 の 見

直しについ

て 

園芸導入に関する研修会には、園芸導入に

既に取り組んでいる受講者がいるが、園芸導

入の進捗がどの程度なのか明確に把握されて

いなかった。研修参加者の栽培レベルを適切

に把握し、研修参加者の栽培レベルに適した

研修内容に見直すなど、費用対効果の高い研

修会を目指すことが望まれる。 

令和３年１、２月からレベル

に応じた研修会を三段階に分け

て開催することとした。 



第75号 新  潟  県  報 令和３年９月28日(火) 

53 

意見９ 新潟県農

林水産業

総合振興

事業（大

豆・そば

・麦生産

促進） 

計 画 途 中

年 度 の 目

標 値 の 設

定 及 び 進

捗 率 等 の

評価につい

て 

計画書では、進捗管理期間の最終年度に係

る目標値しか記載が求められていない。計画

書において進捗管理期間の途中年度における

目標値も記載し、計画の進捗状況を定量的に

評価することが望ましい。 

目標年度まで年度毎の目標

値を記載できるように様式等を

見直す。 

意見10 新潟県農

林水産業

総合振興

事業（大

豆・そば

・麦生産

促進） 

計 画 審 査

時 の 制 限

付 き 一 般

競 争 入 札

検討のチェ

ック項目導

入について 

事業主体が機械等を取得する際、県は一般

競争入札による契約を求めているが、事業主

体の事情で一般競争入札が実施できない場合

には、新潟県が例外として認めている指名競

争入札もしくは３社以上の見積り合わせを行

う予定であるかを確認しているが、制限付き

一般競争入札の可否は確認していなかった。

計画審査チェックリストにおいて、制限付き

一般競争入札を事業主体側に求めることがで

きるか検討させる項目を設けることが望まし

い。 

計画審査において制限付き一

般競争入札の可否を確認するよ

う、計画審査チェックリストを

改正した。 

意見11 新潟県農

林水産業

総合振興

事業（大

豆・そば

・麦生産

促進） 

事 業 主 体

側 の 契 約

ルールを確

認する時期

について 

事業主体が機械メーカー等と契約する際の

手続が、県契約ルールに準拠しているかを審

査しているのは、計画審査時点（事前審査）

及び完了検査時点（事後審査）の両方である。

しかし、事業主体側が設けている契約ルール

に準拠しているかを審査しているのは、完了

検査時点のみであった。計画審査においても

事業主体側の契約ルールに準拠しているかを

確認する審査項目を設けることが望ましい。 

計画審査においても事業主体

の契約ルールに準拠しているか

確認するよう、計画審査チェッ

クリストを改正した。 

意見12 新潟県農

林水産業

総合振興

事業（園

芸生産促

進） 

提 出 書 類

の不備につ

いて 

計画書と達成状況報告書を閲覧したとこ

ろ、いくつかの記載誤りが発見された。記載

漏れを防止又は発見することができるよう、

複数人でのチェック体制を徹底することが望

ましい。 

書類ごとの不整合や記載漏れ

が無いよう、複数人で確認を徹

底するよう周知した。 

意見13 新潟県農

林水産業

総合振興

事業（園

芸生産促

進） 

主 体 的 な

評 価 の 実

施について 

達成状況報告書は事業主体に作成を求め、

県がこれを入手し、進捗管理を行っているが、

事業主体の報告をもとに県が事業の効果をど

のように評価したのかを記録する箇所が存在

しなかった。県として事業の効果を主体的に

評価した結果を記録できるよう、達成状況報

告書には県の評価記載欄を設定することが望

ましい。 

振興局から提出される達成状

況報告書に県の評価を記載する

よう様式を追加する。 

意見14 経営体育

成基盤整

備事業 

園 芸 品 目

作 付 面 積

の 計 画 実

績 対 比 の

様式につい

て 

農地の大区画化と、汎用化（排水工事）を

行った地区において園芸品目の作付けを行

い、将来的に当該地区の面積の２割を園芸栽

培とする計画が存在するが、実績と対比して

計画を進捗管理する様式が存在しなかったた

め、整備することが望ましい。 

令和２年度から、実績と対比

して計画を進捗管理する様式に

変更した。 
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意見15 経営体育

成基盤整

備事業 

各 年 度 で

の 目 標 値

の根拠につ

いて 

園芸導入面積２割達成を実現する最終年度

までの各年度に対して設定された計画値、面

積拡大率（成長率）について、データとして

の裏付け根拠が確認できなかった。 

今後、実績データを蓄積し、傾向値を分析

すること、計画を策定する際の根拠とするこ

と、目標を適宜見直すことができるような体

制を整備することが望ましい。 

令和元年度からの実績データ

を基礎に、今後も実績データを

積み重ねるとともに、これらの

傾向を踏まえ、計画策定に反映

することとした。 

指摘４ 機械化・

施設化園

芸産地育

成事業 

事 業 実 施

要 領 の 不

備について 

事業主体は補助対象となる機械等を利用す

ることで園芸生産を拡大させることを計画し、

３年間でその計画を達成することが求められ

る。補助金交付後、県は事業主体から達成状

況報告書を３年間入手し、進捗を管理してい

る。最終的に達成率が70％未満の場合には、

改善計画書の提出と、達成状況報告の２年延

長を求めている。しかし、実施要領には、達

成率が70％未満となった場合にこれらを求め

る旨の記載が明文化されていなかったため、

実施要領に明記する必要がある。 

指摘の事業は令和２年度に他

事業と統合されたが、この事業

の実施要領において、３年目の

目標値の達成率が70％未満の

場合の取扱いを明記した。 

指摘５ 機械化・

施設化園

芸産地育

成事業 

達 成 率 の

計 算 誤 り

と評価の誤

りについて 

達成率の計算方法が誤っており、その結果

として、達成基準未満であっても達成したと

判断されてしまう状況であったため、計算方

法を是正する必要がある。 

提出された達成状況報告書

を確認し、誤りを是正するとと

もに、チェックリストを作成・

配付したところであり、計算方

法のミス防止に努める。 

意見16 機械化・

施設化園

芸産地育

成事業 

達 成 状 況

報 告 書 の

不備につい

て 

計画期間中に入手する達成状況報告書にお

いて、達成率測定のために採用された指標で

はないが、県が任意に記載を求めた事項に関

する報告記録が漏れていた。記載漏れを防止

又は発見できる審査マニュアルやチェックリ

ストを運用することが望まれる。 

提出された達成状況報告書

を確認し、誤りを是正するとと

もに、チェックリストを作成・

配付したところであり、記載ミ

スの防止に努める。 

意見17 機械化・

施設化園

芸産地育

成事業 

計 画 途 中

年 度 の 目

標 値 の 設

定 及 び 進

捗 率 等 の

評価につい

て 

計画書では、進捗管理期間の最終年度に係

る目標値しか記載が求められていない。計画

書において進捗管理期間の途中年度における

目標値も記載し、計画の進捗状況を定量的に

評価することが望ましい。 

計画書様式に、途中年度であ

る１年目、２年目の目標値を記

載する欄を設けた。 

意見18 機械化・

施設化園

芸産地育

成事業 

計 画 審 査

時 の 制 限

付 き 一 般

競 争 入 札

検討のチェ

ック項目導

入について 

事業主体が機械等を取得する際、県は一般

競争入札による契約を求めているが、事業主

体の事情で一般競争入札が実施できない場合

には、新潟県が例外として認めている指名競

争入札もしくは３社以上の見積り合わせを行

う予定であるかを確認しているが、制限付き

一般競争入札の可否は確認していなかった。

計画審査チェックリストにおいて、制限付き

一般競争入札を事業主体側に求めることがで

きるか検討させる項目を設けることが望まし

い。 

計画審査において制限付き一

般競争入札の可否を確認するよ

う、計画審査チェックリストを

改正した。 
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意見19 機械化・

施設化園

芸産地育

成事業 

事 業 主 体

側 の 契 約

ルールを確

認する時期

について 

事業主体が機械メーカー等と契約する際の

手続が、県契約ルールに準拠しているかを審

査しているのは、計画審査時点（事前審査）

及び完了検査時点（事後審査）の両方である。

しかし、事業主体側が設けている契約ルール

に準拠しているかを審査しているのは、完了

検査時点のみであった。計画審査においても

事業主体側の契約ルールに準拠しているかを

確認する審査項目を設けることが望ましい。 

計画審査においても事業主体

の契約ルールに準拠しているか

確認するよう、計画審査チェッ

クリストを改正した。 

意見20 県産農林

水産物販

売力強化

事業 

外 部 委 託

先 の 評 価

方 法 の 見

直しについ

て 

外部委託先の評価は、認知度向上や固定フ

ァンの拡大など定性的な評価のみ実施してお

り、定量的な指標を用いて評価を実施してい

なかった。定性的な評価だけでは、評価担当

者による主観などにより恣意的な結果となる

可能性がある。そのため、可能な限り、各事

業者への評価として成果指標を定量的に定め

ることが望ましい。 

プロモーション活動や情報発

信などの事業実施効果につい

て、定量的に評価するための指

標を設定し、仕様書で事業者に

よる効果測定を求めている。 

意見21 県産農林

水産物販

売力強化

事業 

見 積 り 合

わせの実施

について 

見積り合わせをせずとも随意契約が締結で

きる100万円以下の委託案件であったが、委

託内容自体は当該契約先でなければできない

というものではなく、他社からの見積りを徴

取することは容易であったと考えられるため、

他社からの見積書を徴取し、当該契約先の提

案金額を少しでも下げる努力をすることが望

ましかった。 

見積り合わせをせずとも随意

契約が締結できる案件であって

も、契約金額を少しでも下げら

れるよう複数社から見積書を徴

収した。 

意見22 県産農林

水産物販

売力強化

事業 

公 募 型 プ

ロポーザル

方 式 や 見

積り合わせ

の実施につ

いて 

過去の取組を踏まえ、委託できる業者が１

社しか存在しないという理由で、競争入札や

公募型プロポーザル方式、見積り合わせが実

施されていない事案が存在した。 

販路拡大や認知向上という目的を達成する

ためには、より多くの選択肢を検討すること

が重要である。過去の取組にとらわれること

なく、プロモーション活動の立案検討と業者

選定に当たっていただきたい。 

令和３年度から、公募型プロ

ポーザル方式により、プロモー

ション活動の業者選定を行って

いる。 

意見23 農業総合

研究所 

研 究 課 題

選 定 に 係

る 規 程 等

の制定につ

いて 

課題選定のための規程等が存在しなかっ

た。研究課題の選定について恣意的な運用が

行われることや選定の妥当性についての事後

的な検証が困難になるといった弊害が生じる

可能性があるため、研究課題選定のための規

程等を制定することが望ましい。 

新規課題の設定について、規

程（試験研究課題設定実施要

領）を制定した。 
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意見24 農業総合

研究所 

研 究 課 題

選 定 時 で

の 目 標 普

及 率 と 期

限 の 設 定

について 

研究成果は普及率によって事後的に評価さ

れているが、普及率の算定基礎となる生産戸

数や面積といった指標は、課題選定時ではな

く研究完了後に選択されており、かつ、普及

率の達成期限が定められていない。しかし、

試験研究活動に対してコストを投下する以上

は、研究成果をどの程度普及させるか、どの

程度の期間を使って普及させていくかを課題

選定時に検討することは重要である。 

そのため、研究課題選定時において、目標

とすべき普及率とその達成期限を設定するこ

とが望ましい。 

研究課題の選定時に、創出を

予定している成果の普及対象や

目標とする普及率、達成期限を

記載した資料を作成し、課題選

定の参考にすることとした。 

意見25 農業総合

研究所 

研 究 成 果

の 評 価 方

法について 

研究成果の評価について、普及率が60％以

上であればＡ評価、59％～30％であればＢ評

価、30％未満であればＣ評価としており、一

律評価を行っている。 

しかし、研究課題は個別性が非常に強いた

め、一律評価がなじまない可能性がある。一

律評価に加えて、目標普及率に対する達成度

合いによって個別評価することも検討するこ

とが望ましい。 

研究成果の内容や普及対象

から見て、一律評価がなじまな

いと判断した成果は、個別に評

価基準を設定し、これに基づい

て評価することとした。 

意見26 新潟県農

林公社 

就 農 支 援

資 金 原 資

の繰上げ償

還について 

青年農業者等確保育成事業において、就農

支援事業貸付金が14,318千円存在する。貸付

金の原資は県からの無利子借入金であり、貸

付先より回収して県に返済を行っているが、

当該回収金以外にも現金預金を18,166千円保

有している。県からの借入金は無利子である

ことから、県が貸付を行う意義も薄いと考え

られる。必要運転資金等を考慮し、可能な限

り早期に新潟県に返済できないかを継続して

検討することが望ましい。 

貸倒リスク等を考慮した上

で、繰上げ償還可能額や時期に

ついて引き続き農林公社等と協

議する。 
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